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 基本的事項 

１ 計画の趣旨 

｢日本再興戦略｣(平成２５年６月１４日閣議決定)においては、｢全ての健康保険組合に対し、

レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として｢デー

タヘルス計画｣の作成･公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市区町村国保が同

様の取組を行うことを推進する。｣としています。また、平成２６年３月に「国民健康保険法に基

づく保健事業の実施等に関する指針」の一部が改正され、保険者は、健康・医療情報を活用し

て PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実

施計画（データヘルス計画）を策定した上で、保健事業の実施・評価・改善等を行うものとされ

ました。 

その後、国民健康保険においては、平成３０年４月から都道府県が財政運営の主体として共

同保険者となり、また令和２年７月に閣議決定された「経済財政再生計画改革工程表２０２０

（骨太方針２０２０）」において、保険者のデータヘルス計画の標準化等の取組の推進が掲げら

れ、令和３年１２月に経済財政諮問会議における「新経済・財政再生計画改革工程表２０２１」に

おいては、「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を行うとともに、当該計画

の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカムベースでの適切なKPI（重要業

績評価指標）の設定を推進する」と示されました。 

こうした背景を踏まえて、八幡市では、被保険者の健康課題を的確に捉え、課題に応じた保

健事業を実施することにより、健康の保持増進、生活の質（QOL）の維持及び向上を図り、結

果として医療費の適正化にも資することを目的として、第２期データヘルス計画を見直すととも

に、第３期データヘルス計画を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

国民健康保険データヘルス計画とは、被保険者の健康の保持増進に資することを目的とし

て、保険者が効果的・効率的な保健事業の実施を図るため、特定健康診査・特定保健指導の

結果、レセプトデータ等の健康・医療情報を活用して、ＰＤＣＡサイクルに沿って運用するもので

す。 

本計画は健康増進法に基づく基本方針（健康日本２１（第３次））や京都府の策定する「京都

府保健医療計画」の内容を踏まえるとともに、本市の「第５次八幡市総合計画」を上位計画とし、

各種関連計画との整合を図るものとします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府保健医療計画 

（平成 30年度） 

八幡市 

国（厚生労働省） 

京都府 

八幡市国民健康保険データヘルス計画 

（本計画 平成 28年度） 

 
特定健康診査等実施計画を包含 

第５次八幡市総合計画 

（平成 29年度策定） 

健康日本 21（第２次） 

（平成 25年度） 

整合 
連携 

各種関連計画 

・八幡市高齢者健康福祉計画 

・やわたスマートウェルネスシティ計画 

     など 
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３ 計画期間 

計画期間は、令和６年度（2024）から令和１１年度（2029）までの６年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 実施体制・関係機関との連携 

本計画の策定、実施、評価、見直しは、国保医療課が主体となって行うとともに、健康推進課

や高齢介護課等の関係各課と連携を図ることとします。 

また、保健医療に係る専門的知見を考慮とした取組みとするため、必要に応じて京都府、国

保連合会、医師会、歯科医師会、薬剤師会等と連携・協力します。 
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 八幡市の概況 

１ 八幡市の特性 

 地理的社会的背景 

本市は、京都市と大阪市の二大都市の中間に位置しており、石清水八幡宮を筆頭に歴史的

建造物も多くあります。交通網は国道１号線、第２京阪道路、京滋バイパス、新名神高速道路

が通る府内屈指の交通の要所であり、位置的に大阪府北河内地域との結びつきも強いです。

高度成長期に開発が進み高齢化が進んでいる男山団地と、開発が進み比較的若い人の人口

が増加している美濃山・欽明台地区とがあります。 

京都市伏見区や久世郡久御山町、京田辺市や枚方市との境に飛び地も存在します。 

 

２ 人口と八幡市国民健康保険被保険者の状況 

 八幡市の人口 

本市の人口は年々減少しており、高齢化率（６５歳以上）は 31.6％となっています。 

 

   
出典：住民基本台帳（各 10月 1日現在） 
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 八幡市国民健康保険被保険者の状況 

本市の令和４年度の被保険者数は 15,159人であり、平成３０年度 17,269人と比較して

2,110人減少しています。加入率も年々低下しており、令和４年度は 21.7％となっています。 

 

   

出典：国保データベース（KDB)システム「地域の全体像の把握」 

 

男女別年齢階層別被保険者数構成割合をみると、６５～６９歳では国と比べて高く、７０歳以

上では県、国と比べて高くなっています。 

男女別年齢階層別 被保険者構成割合ピラミッド（令和４年度） 

   
出典：国保データベース（KDB)システム「地域の全体像の把握」 
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３ 医療に関する情報 

医療提供体制、医療基礎情報をみると、千人当たりの診療所数、病床数、医師数が府や国と

比較しかなり少ない状況です。また、一人当たり医療費は入院、外来ともに府や国より若干少

ない状況です。 

 

 

医療項目 八幡市 府 国 

千人当たり    

  病院数 ０．３ ０．３ ０．３ 

  診療所数 ２．７ ４．９ ４．２ 

  病床数 ３６．６ ６５．４ ６１．１ 

  医師数 ６．２ １８．４ １３．８ 

  外来患者数 ６６６．６ ６８０．５ ７０９．６ 

  入院患者数 １６．６ １７．６ １８．８ 

出典：国保データベース（KDB)システム「地域の全体像の把握」 

※千人当たり・・・国保被保険者千人当たり 

 

 

医療項目 八幡市 府 国 

受診率 ６８３．２ ６９８．１ ７２８．４ 

一件当たり医療費（円） ４２,２４０ ４２,２９０ ３９,８７０ 

外来    

  外来費用の割合 ５９．８％ ５９．５％ ５９．９％ 

  外来受診率 ６６７ ６８１ ７１０ 

  １件当たり医療費（円） ２５,８７０ ２５,８００ ２４,５２０ 

  １人当たり医療費（円）※ １７,２４０ １７,５６０ １７,４００ 

  １日当たり医療費（円） １６,７２０ １６,９２０ １６,５００ 

  １件当たり受診回数 １．５ １．５ １．５ 

入院    

  入院費用の割合 ４０．２％ ４０．５％ ４０．１％ 

  入院率 １６．６ １７．６ １８．８ 

  １件当たり医療費（円） ６９９,５７０ ６７９,５９０ ６１９,０９０ 

  １人当たり医療費（円）※ １１,６１０ １１,９７０ １１,６５０ 

  １日当たり医療費（円） ５４,０００ ４５,７５０ ３８,７３０ 

出典：国保データベース（KDB)システム「地域の全体像の把握」 

※1人当たり医療費・・・１か月分相当 

医療提供体制（令和 4年度） 

医療基礎情報（令和 4年度） 
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４ 平均寿命と平均自立期間 

国保データベース（KDB）システムから集計した平均寿命と平均自立期間をみると、本市の

男性の平均寿命は８２．６歳、平均自立期間は８０．８年です。日常生活に制限がある期間の平

均は１．８年で国の１．６年よりも長い傾向にあります。 

また、女性の平均寿命は８７．８歳、平均自立期間は８４．１年です。日常生活に制限がある期

間の平均は３．７年で、国の３．４年よりも長い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 
出典：国保データベース（KDB)システム「地域の全体像の把握」 
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（女性）平均寿命・平均自立期間・日常生活に制限がある期間の平均（令和 4年度） 
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平成３０年度から令和４年における平均寿命と平均自立期間の推移をみると、男性における

令和４年度の平均自立期間８０．８年は平成３０年度７９．２年に比べ、１．６年延伸しています。

女性における令和４年度の平均自立期間８４．１年は、平成３０年度８２．９年から１．２年延伸し

ています。 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国保データベース（KDB)システム「地域の全体像の把握」 

 

 

 

 

 

出典：国保データベース（KDB)システム「地域の全体像の把握」 

80.8 
81.7 81.9 

83.0 82.6 

79.2 79.9 80.2 
81.1 80.8 

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

平均寿命（年） 平均自立期間（年）

86.7 86.6 
87.4 87.1 87.8 

82.9 82.9 83.6 83.5 84.1 

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

平均寿命（年） 平均自立期間（年）

年度 

男性 女性 

平均寿命

（年） 

平均自立

期間（年） 

日常生活に制

限がある期間

の平均（年） 

平均寿命

（年） 

平均自立

期間（年） 

日常生活に制

限がある期間

の平均（年） 

平成30年度 80.8 79.2 1.6 86.7 82.9 3.8 

令和元年度 81.7 79.9 1.8 86.6 82.9 3.7 

令和 2年度 81.9 80.2 1.7 87.4 83.6 3.8 

令和 3年度 83.0 81.1 1.9 87.1 83.5 3.6 

令和 4年度 82.6 80.8 1.8 87.8 84.1 3.7 

年度・男女別 平均寿命・平均自立期間・日常生活に制限がある期間の平均 

（男性）平均寿命と平均自立期間の推移 

（女性）平均寿命と平均自立期間の推移 
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５ 介護保険の状況 

 要介護（支援）認定状況 

本市の令和４年度における要介護（支援）認定率の状況を示したものです。認定率のグラフ

をみると、国と比べて認定率が高いことが分かります。 

   

区分 八幡市 府 国 

認定率 20.7% 22.5% 19.4% 

認定者数（人） 4,710 168,944 6,880,137 

  第１号（65歳以上） 4,605 165,677 6,724,030 

  第２号（40～64歳） 105 3,267 156,107 

    

出典：国保データベース（KDB)システム「地域の全体像の把握」 

 要介護（支援）認定者の疾病別有病状況 

要介護（支援）認定者の疾病有病率は脳疾患、悪性新生物の割合が府、国に比べて高く、心

臓病や筋・骨格は府、国と比べて低い状況となっています。 

 

    

出典：国保データベース（KDB)システム「地域の全体像の把握」 

要介護（支援）認定率の状況（令和４年度） 

要介護（支援）認定者の疾病別有病率（令和４年度） 

23.3%

47.8%

31.6%

55.0%

23.1%

14.0%

49.9%

31.1%

23.5%

50.8%

34.3%

58.4%

20.6%

13.6%

54.3%

34.0%
24.3%

53.3%

32.6%

60.3%

22.6%

11.8%

53.4%

36.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

糖尿病 高血圧症 脂質異常症 心臓病 脳疾患 悪性新生物 筋・骨格 精神

八幡市 府 国

20.7%

22.5%

19.4%

15.0%

17.0%

19.0%

21.0%

23.0%

八幡市 府 国

認定率
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本市の平成３０年度から令和４年度における、要介護（支援）認定者の疾病別有病率を年度

別に示したものです。令和４年度の疾病別有病率をみると、心臓病５５．０％が一番高く、次い

で筋・骨格４９．９％、高血圧症４７．８％となっており、令和３年度と相違ないです。平成３０年度

から令和４年度にかけて、脂質異常症、悪性新生物の割合は増加傾向にあります。 

 

 

   

                 出典：国保データベース（KDB)システム「地域の全体像の把握」 

 

６ 死亡の状況 

 標準死亡比の状況 

本市の令和４年度における男女別標準死亡比（※SMR）は、男性９２．０、女性９５．５と、国よ

り低く、府と比較しても男性は３．３ポイント、女性１．６ポイント低い状況です。 

 

  
八幡市 府 国 

男性 92.0  95.3  100.0  

女性 95.5  97.1  100.0  

出典：国保データベース（KDB)システム「地域の全体像の把握」 

 

23.1% 23.7% 23.4% 23.1% 23.3%

47.5% 47.5% 46.9% 47.4% 47.8%

29.9% 30.2% 30.1% 30.7%

31.6%

55.5% 55.6%
54.3% 54.8% 55.0%

24.2% 23.8% 22.9% 23.2% 23.1%

13.1% 13.9% 14.4% 14.2% 14.0%

51.1% 50.6%
49.2% 49.1% 49.9%

32.2% 32.6% 31.8% 31.5%

31.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

有病率（%）

糖尿病 高血圧症 脂質異常症 心臓病

脳疾患 悪性新生物 筋・骨格 精神

年度別 要介護（支援）認定者の疾病別有病率 

男女別 標準化死亡比（令和４年度） 
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男女ともに標準化死亡比は国全体と比べて少なく、府が上昇しているのに対し、八幡市にお

いて男性は低下、女性は横ばいになっています。 

 

 

区分 

男性 女性 

平成30

年度 

令和元

年度 

令和2

年度 

令和3

年度 

令和4

年度 

平成30

年度 

令和元 

年度 

令和2

年度 

令和3

年度 

令和4

年度 

八幡市 94.6  94.6  94.6  92.0  92.0  94.5  94.5  94.5  95.5  95.5  

府 96.2  96.2  96.2  95.3  95.3  98.4  98.4  98.4  97.1  97.1  

国 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

 

主要死因別標準化死亡比をみると、国に比べ男女ともに心不全がかなり高く、逆に老衰が

かなり低くなっています。また、男女ともに腎不全が１００を超えており、特に女性では１１９．９と

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度・男女別 標準化死亡比（令和４年度） 
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 疾病別死亡者数・割合 

令和３年度の死亡総数に占める割合が大きい疾病の第１位は「悪性新生物」(26.8％)、第２

位「心疾患」(21.3％)であり、国・府と比較しても高い。逆に第３位「老衰」は国・府と比較して

も低いです。 

保健事業により予防可能な生活習慣病による重篤な疾患としての順位は、「心疾患」が第２

位、「脳血管疾患」が第４位、「腎不全」が第７位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省 人口動態調査 令和３年度 

  

疾病別死亡者割合 
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 第２期データヘルス計画の振返り 

１ 計画期間 

第２期データヘルス計画は、平成３０年度から令和５年度までの６ヵ年の計画です。 

 

２ 前期計画時の健康課題に対応する保健事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大項目 健康課題 対応する保健事業 

①生活習慣病の

発症予防 

メタボ該当・予備群に

該当する人が多い 

・特定健康診査・未受診者対策 

・特定保健指導 

受診勧奨判定者の内、

未治療者が多い 

・血圧・脂質が受診勧奨判定値で医療機関未受診

者の受診勧奨 

②糖尿病重症化

予防 

糖尿病性腎症の患者

数が多く、重症化の傾

向 

・医療機関未受診者・治療中断者の受診勧奨 

・ハイリスク者支援 

・糖尿病教室 

後期高齢者医療制度

加入者の透析患者率

が高い 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

③医療費適正化

の推進 

1 人当たり医療費が

年々増加している 

・重複服薬者適正化指導 

・ジェネリック医薬品差額通知 

・医療費通知 
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３ 健康課題に対する数値の経過 

 

 

 

４ 考察 

特定健康診査の受診率は令和元年度に 47.6％まで増加しましたが、新型コロナウイルス感

染症の影響より令和２年度受診率が低下し、以降は受診率が伸び悩んでいる状況です。一方

特定保健指導は実施率が増加していますが、メタボリックシンドローム該当者や予備群該当者

割合は増加している状況です。糖尿病重症化予防事業は令和元年度から、血圧・脂質の受診

勧奨事業は令和３年度から取り組んでいますが、受診勧奨判定値割合は HbA1cは令和元年

度から変化がなく、収縮期血圧は増加、ＬＤＬコレステロールは低下しています。また、後期高齢

者医療制度加入者の透析患者率は低下していますが、国保加入者の透析患者率は増加して

います。これらの状況を踏まえ、第３期データヘルス計画作成にあたりさらなる現状分析を実

施して健康課題の把握に努め、庁内や関連機関等に周知することで連携体制を強化し、効果

的な事業を展開していきます。 

 

 

 

課題 指標 
ベースライン 実績値 

H29年度 R1年度 R4年度 

①生活習慣病

の発症予防 

特定健診受診率 44.7% 47.6% 44.6% 

特定保健指導実施率 8.6% 20.5% 37.7% 

メタボリックシンドローム該当者・予

備群該当者割合 
30.1% 32.1% 32.5% 

有所見者 

割合 

HbA1c5.6以上 50.2% 53.9% 54.6% 

収縮期血圧 130以上 45.2% 45.3% 50.6% 

LDL120以上 52.0% 50.3% 46.8% 

②糖尿病重症

化予防 

受診勧奨 

判定値 

割合 

HbA1c6.5以上 9.4％ 9.2％ 9.2％ 

収縮期血圧 160以上 4.6％ 5.0％ 6.1％ 

LDL160以上 11.5％ 10.5％ 8.8％ 

国保加入者の透析患者率 0.27％ 0.2７％ 0.3８％ 

後期高齢者医療制度加入者の 

透析患者率 
0.88% 0.86% 0.84％ 

③医療費適正

化の推進 

ジェネリック医薬品普及率（数量ベー

ス） 
69.4% 77.8% 80.9% 
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５ 個別保健事業の最終評価 

以下からは、前期計画において取り組んできた個別保健事業について最終評価を行いまし

た。 

 

【事業名：特定健康診査・特定健康診査未受診者対策】 

目的 
生活習慣病の発症や重症化を予防するため、特定保健指導が必要となる人を抽出するとと

もに、疾病の早期発見と早期治療へつなげる。 

内容 

【特定健康診査】 

対象者：４０～７４歳の被保険者                      

方 法：６月に受診券を発送後、７月～１０月の期間に市が契約した個別医療機関で受診。 

【未受診者対策】 

対象者：データ分析により特定した受診勧奨すべき者 

方 法：データ分析により対象者を複数のグループに分類し、それぞれの特性に応じた受診

勧奨文を記載したはがきを送付。さらに電話による受診勧奨を実施する。  

評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ア
ウ
ト
カ
ム 

特定健診受診

率 
50％ 44.7 44.8 47.6 39.6 45.2 44.6 実施中 

B 

受診勧奨者の

受診率 
20％ 11.5 11.6 15.8 － 41.8 39.9 実施中 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

受診券発送率 100％ 100 100 100 100 100 100 100 

対象者への 

通知率 
100％ 100 100 100 － 100 100 100 

対象者への 

架電率 

（中間評価からの

指標） 

100％ 
Ｒ3 

参照 
－ － － 100 100 100 

総合評価  

Ａ うまくいった（目標を達成） 

Ｂ ある程度うまくいった（目標は達成できなかったが、目標に近い成果あり） 

Ｃ あまりうまくいかなかった（目標は達成できなかったが、ある程度の効果あり） 

Ｄ まったくうまくいかなかった（効果があるとは言えない） 
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事
業
全
体
の
評
価 

・元年度までは順調に受診率が向上している。 

・令和４年度から、飛び地の市民も受診しやすいよう近隣市の医療機関を委託に加えた。 

・令和２年度についてはコロナ禍により未受診者勧奨を実施しなかった事が影響している

が、令和３年度以降、元年度の受診率を超えることができていない。令和４年度について

は、コロナが夏に猛威を振るったため、健診期間終了間近の駆け込みが増加し受診できな

い人がいたこと、受診率が高い層である団塊世代が後期高齢者医療に移行していることが

要因と考えている。 

・従来のポスター設置の他、粗品のプレゼント等で市ＳＮＳの登録を呼びかけ、周知広報に

努めた。 

・感染症の流行により健診の終了間際が混雑することも課題であり、令和５年度は受診期

間前半と後半の２回に分けて送付し、早期の受診を呼びかけた。 

 

今
後
の
方
向
性 

・４０代～５０代の受診率向上の為、未受診者勧奨の工夫が必要 

・かかりつけ医で受診できる事など、もう一押しの工夫を加える。 

・マンネリ化対策として、デザインの刷新は毎年心がける。 

このまま継続 ・ 多少の見直し必要  ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 
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【事業名：特定保健指導】 

目的 
特定健診結果から一定のリスクがある者に対し、生活習慣の改善を指導することで、疾病

及び、疾病重症化予防を図る。 

内容 

対象者：特定健診結果より、内臓脂肪症候群を判定する腹囲、BMI、血糖、脂質、血圧等の

リスクを評価する健診項目の結果に基づき、選定された者 

方 法：対象者に特定保健指導の案内を送付。教室・測定会・個別相談・訪問・電話・手紙等

による保健指導を実施。3～6 ヵ月間支援しその後評価を行う。 

評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ア
ウ
ト
カ
ム 

指導完了者

の生活習慣

改善率 

食事

80％ 
76.2 81.1 72.8 78.5 78.3 64.3 実施中 

B 

運動 

80％ 
74.5 77.9 63.6 75.0 65.0 50.7 実施中 

体重・腹囲の

改善率 

体重

60％ 
39.0 45.9 52.3 45.3 52.5 59.3 実施中 

腹囲

60％ 
28.8 34.4 45.1 42.5 41.7 45.2 実施中 

内臓脂肪症

候群該当者

の減少率 
(中間評価から

削除) 

25％ 24.0 20.7 22.8 － － － － 

指導完了者

の翌年度健

診結果が維

持・改善した

人の割合（翌

年度健診結果

が維持・改善し

た人/指導完了

者） 
(中間評価からの

指標) 

BMI 

各

6

0

％ 

Ｒ1 

参照 
－ 

93.8 97.4 96.0 

未把握 実施中 

収縮期

血圧 82.1 71.2 76.7 

拡張期

血圧 85.7 85.0 83.2 

中性

脂肪 
88.4 92.2 90.1 

HDL-C 96.4 94.1 94.1 

HbA1c 92.9 83.7 92.6 

eGFR 75.9 93.5 96.0 

BMI 93.8 97.4 96.0 
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ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

対象者への

教室案内の

発送率 

100％ 100 100 96.0 100 99.9 99.8 実施中 

 

保健指導 

実施率 

(保健指導完了

者/保健指導対

象者数) 

Ｒ1まで

20％ 

Ｒ２から 

25％ 

8.6 16.8 20.5 29.2 36.0 37.7 実施中 

最終評価 

実施率 

(最終評価実施

者数/初回面談

実施者数) 

(中間評価からの

指標) 

95％ 
Ｒ1 

参照 
－ 95.7 89.1 88.9 86.0 実施中 

事
業
全
体
の
評
価 

・参集型だけでなく訪問によるアウトリーチの保健指導を取り入れたことにより、保健指導実

施率が増加し無関心層にも保健指導が実施できている。また、コロナ禍も集団教室を個別

面談や測定会にする等工夫し、実施率が下がることはなかった。 

・尿中塩分測定検査、体組成測定、栄養分析等様々なツールを活用し保健指導を実施する等、

保健指導内容の工夫の効果からか、指導完了者の翌年度健診結果が維持・改善した人の割

合は、目標の６０％を全ての検査項目で超えている。しかし、訪問により無関心層の対象者

に保健指導を実施するようになったためか、生活習慣改善率は食事・運動ともに下がってき

ている。目標値の再検討が必要。 

・若い世代の保健指導の参加率が低い。また若い世代の積極的支援対象者は、初回面談

を実施しても忙しいため保健指導を脱落する者が多い。 

今
後
の
方
向
性 

・無関心層にも効果があるような保健指導の質の向上を図る。 

・若い世代をターゲットとした保健指導、積極的支援対象者の脱落者対策を検討する。 

・毎年保健指導の内容を見直し、マンネリ化しないよう新しい取り組みを検討する。 

このまま継続 ・ 多少の見直し必要  ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 
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【事業名：糖尿病重症化予防 医療機関未受診者・治療中断者の受診勧奨】 

目的 
糖尿病が重症化するリスクの高い医療機関未受診者・治療中断者を医療に結びつけ、人工

透析への移行を防止し、市民の健康増進と健康寿命の延伸を図る。 

内容 

【医療機関未受診者の受診勧奨】 

対象者：特定健診受診者のうち、①空腹時血糖 126mg/dl(随時血糖 200mg/dl)以上 

    ②HbA1c6.5％以上のいずれかに該当し医療機関未受診の者 

方 法：①特定健診結果とレセプトデータをもとに対象者を抽出 

②対象者に文書通知による医療機関への受診勧奨を実施 

③連絡票及びレセプトで受診がみられない対象者に訪問による受診勧奨を実施 

評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

医療機関未受診者 

B 

ア
ウ
ト
カ
ム 

医療機関 

受診率 

Ｒ1まで

100％ 

Ｒ2から 

50％ 

37.5 57.7 45.1 58.5 55.0 66.0 実施中 

特定健診での

血糖検査値｢要

医療」該当者率 
(中間評価より削

除) 

Ｈ29か

ら 

5％減少 

10.7 10.7 10.7 － － － － 

医療機関継続

受診者の割合 

(翌年後も受診

があった人の割

合) 
(中間評価からの

指標) 

40％ 

以上 

Ｒ2 

参照 
－ － 58.0 36.8 55.3 実施中 

医療機関受診

者のうち対象者

の翌年度健診

結果が維持・改

善した人の割合 
(中間評価からの

指標) 

HbA1c 

各

6

0

％ 

Ｒ2 

参照 

－ － 42.9 87.1 87.9 

実施中 eGFR － － 100 93.5 97.0 

尿蛋白 － － 80 80.6 84.8 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

受診勧奨実施

率 

(通知 or 電話 or

訪問) 

100％ 100 100 100 100 100 100 実施中 

面談実施率(訪

問) 
（中間評価からの

指標） 

60％ 
Ｒ2 

参照 
－ － 68.1 84.0 53.6 実施中 
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評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

治療中断者 

B 

ア
ウ
ト
カ
ム 

医療機関 

受診率 

Ｒ1まで

100％ 

Ｒ2から 

50％ 

Ｒ1 

参照 
－ 42.1 33.3 28.6 10.0 実施中 

医療機関継続

受診者の割合 

(翌年後も受診

があった人の割

合) 
(中間評価より削

除) 

40％ 
Ｒ2 

参照 
－ － 35.7 33.3 37.5 － 

医療機関受診

者のうち対象者

の翌年度健診

結果が維持・改

善した人の割合 
(中間評価からの

指標) 

HbA1c 

各

6

0

％ 

Ｒ2 

参照 

－ － 100 

受診 

した者 

なし 

受診 

した者 

なし 

実施中 eGFR － － 100 

尿蛋白 － － 0 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

受診勧奨実施

率 

(通知 or 電話 or

訪問) 

100％ 
Ｒ1 

参照 
－ 100 100 100 100 実施中 

面談実施率(訪

問) 
（中間評価からの

指標） 

60％ 
Ｒ2 

参照 
－ － 58.3 69.2 30.0 実施中 

事
業
全
体
の
評
価 

・未受診者は、通知内容や保健指導媒体の工夫等の効果からか医療機関受診率が増加傾

向である。 

・未受診者は、翌年度健診結果が維持・改善した者が多く、事業の効果がみられる。 

・中断者は、医療機関受診率が低下している。経済的または精神的なこと、家庭のこと等他

の問題がある者が多く、受診につなげることが難しい。また、訪問勧奨では不在の者が多

い。 

・一度医療機関を受診した対象者が、受診を継続せず再度次年度対象になる者がいる。 

今
後
の
方
向
性 

・中断者の受診勧奨後の医療機関受診率が低いため、庁内や医療機関、包括支援センター

等の他部門と連携し実施していく。 

・医療機関を受診した者が継続受診するように、医師会への事業の周知や一緒に基準を検

討していく等の連携が必要。 

このまま継続 ・ 多少の見直し必要  ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 
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【事業名：糖尿病重症化予防 ハイリスク者支援】 

目的 
糖尿病で通院する人の中から重症化のリスクが高い人(ハイリスク者)を抽出し、医療機関

と連携して保健指導を実施し、腎症による人工透析への移行を防ぐ。【Ｒ２開始】 

内容 

対象者：糖尿病で八幡市内の医療機関に通院する者のうち、特定健診において、糖尿病性

腎症第３期顕性腎症期に該当した者で、かかりつけ医の了承が得られた者。 

方 法：ＫＤＢシステム・レセプトより抽出した対象者のうち、かかりつけ医の了承を得た者に 

保健指導の案内を送付。参加希望者には「保健指導同意依頼書」によりかかりつけ 

医に医学的な所見を伺い、その情報をもとに保健師・管理栄養士が個別面談や電話 

等で６カ月間の保健指導を行う。 

評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ア
ウ
ト
カ
ム 

参加者アンケ

ートの生活習

慣改善率 

食事

80％ Ｒ2 

参照 
－ － 

85.7 100 87.5 

実施中 

Ｂ 

運動 

80％ 
71.4 85.7 100 

指導前後の

検査結果の

変化 (維持・

改善率)  

体重 

各

8

0

％ 

Ｒ2 

参照 
－ － 

85.7 85.7 75.0 

実施中 

収縮期

血圧 85.7 57.1 62.5 

拡張期

血圧 100 85.7 87.5 

HbA1c 71.4 100 87.5 

eGFR 57.1 80.0 75.0 

尿蛋白 66.7 66.7 37.5 

腎症 

病期 
66.7 100 62.5 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

保健指導案内

の送付率 
100％ 

Ｒ2 

参照 
－ － 100 100 100 実施中 

対象者のうちか

かりつけ医の了

承が得られた率 
※医療機関との連

携医体制構築を測

るための指標 

80％ 
Ｒ2 

参照 
－ － 78.6 93.3 93.8 実施中 

保健指導実施

率 
(保健指導実施者

数/対象者数) 

50％ 
Ｒ2 

参照 
－ － 21.2 25.0 26.7 実施中 

保健指導終了

率 
(保健指導終了者

数/参加者数) 

100％ 
Ｒ2 

参照 
－ － 100 100 100 実施中 
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事
業
全
体
の
評
価 

・視覚的にわかりやすい媒体や健康管理のスマホアプリのＩＣＴを使用する等保健指導の内

容を工夫しており、参加者は生活習慣を改善することができ、検査結果についても維持・改

善できていることが多く、事業の効果がみられる。 

・保健指導実施率は毎年２５％程度で、事業の参加が希望性のため、本当に指導が必要な

優先順位が高い対象者に保健指導が実施できておらず、不参加の者が透析導入に至る可

能性がある。 

・令和２年度から継続して実施する中で、事業に理解を示す医療機関も徐々に増加してお

り、積極的に利用勧奨をしてくれる医療機関もでてきた。 

・保健指導終了後も検査データが悪化する可能性がある対象者に対して、継続的な支援を

どこまで実施するのか、後期高齢者移行後の支援体制についても検討する必要がある。 

今
後
の
方
向
性 

・医師会への事業周知を強化し、医療機関から対象者へ本事業に参加を促してもらう等、

医療機関との連携をしっかり行い、優先順位の高い対象者に保健指導を実施する。 

・保健指導終了後の継続的な支援について、後期高齢者の保健事業担当者と連携し体制

を検討する。 

このまま継続 ・ 多少の見直し必要  ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 
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【事業名：糖尿病教室】 

目的 
糖尿病が重症化するリスクのある者に、糖尿病の集団指導を行うことによって、対象者が健

康維持のための生活習慣を獲得し、継続できる機会を作り、糖尿病の重症化を予防する。 

内容 

対象者：特定健診受診者のうち、HbA1cが一定値以上の者 

    ※HbA1cの値は対象者の人数により年度毎に決定する 

方 法：①特定健診結果より対象者を抽出し、教室の案内を送付 

②参加希望者に集団指導(病態生理・栄養・運動実践等)を実施 

③実施１カ月後にアンケートを送付し、生活習慣の変化・継続等を問う 

評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ア
ウ
ト
カ
ム 

生活習慣 

改善率 
(1カ月後アンケ

ート) 

食事 

80％ 
44.4 72.0 76.2 62.1 62.1 60.0 75.0 

Ｂ 

運動 

80％ 
44.4 72.0 71.4 67.5 72.5 60.0 50.0 

教室終了後健診

結果（HbA1c

維持・改善率） 

Ｒ1まで 

80％ 

Ｒ2から 

70％ 

64.3 56.5 65.2 85.2 89.7 71.9 実施中 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

教室参加者数/ 

教室定員数(参

加率) 

75％ 70.0 83.3 76.7 92.5 100 100 58.3 

1 カ月後アンケ

ート回収率 
90％ 45.0 100 91.3 100 100 100 97.1 

事
業
全
体
の
評
価 

・参加者の教室終了後のHbA1cの維持・改善率は目標を超えることが多く、教室の効果が

みられる。生活習慣改善率は、運動については夏の 1 番暑い時期に教室終了１カ月後アン

ケートを実施しており、暑さのためウォーキング等の運動ができていないため、目標値に届

いていない。 

・令和４年度は尿中塩分測定を導入したことにより参加者数が増加し、多数の申込者を断る

形になった。そのため令和５年度からは大きな会場を設定し教室の定員数を増加させたが、

令和５年度は教室内容のマンネリ化からか参加者数がやや減少した。 

 

今
後
の
方
向
性 

・毎年の教室内容の検討し、教室がマンネリ化しないように新しい取り組みを考える。また、

対象者基準を変更し対象者数を増加させる。 

このまま継続 ・ 多少の見直し必要  ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 
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【事業名：血圧・脂質が受診勧奨判定値で医療機関未受診者の受診勧奨】 

目的 
特定健診結果で血圧・脂質が受診勧奨判定値で重症度の高い者のうち、医療機関未受診

の者に、受診勧奨を実施し、医療に結びつけることで疾病の重症化を防ぐ。【Ｒ３開始】 

内容 

対象者：特定健診受診者のうち次の血圧・脂質の基準のいずれかに該当し医療機関未受診

の者 

＜血圧＞収縮期血圧 180mmHg以上または拡張期血圧 110mmHg以上 

＜脂質＞ＬＤＬコレステロール 180mg/dl以上または中性脂肪500mg/dl以上 

方 法：①特定健診結果とレセプトデータをもとに対象者を抽出 

②対象者に文書通知による医療機関への受診勧奨を実施 

③対象者の受診状況をレセプトで確認し評価する 

評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ア
ウ
ト
カ
ム 

医療機関 

受診率 

全体 

各

3

0

％ 

Ｒ3 

参照 
－ － － 

29.7 18.6 30.2 

Ｂ 

血圧 33.3 20.0 47.4 

脂質 29.9 19.0 25.6 

血圧

かつ

脂質 
0 10.0 100 

翌年度健診受

診者のうち、

本事業の対象

者基準に該当

しなくなった

人の割合 

全体 

各

3

0

％ 

Ｒ3 

参照 
－ － － 

50.0 58.0 51.9 

血圧 57.1 72.2 86.7 

脂質 50.0 55.3 45.2 

血圧

かつ

脂質 
0 50.0 0 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

受診勧奨 

実施率 

(通知率) 

100％ 
Ｒ3 

参照 
－ － － 100 100 100 

事
業
全
体
の
評
価 

・医療機関受診率が低く、令和４年度は令和３年度に比べて受診率が低下した。通知物の

工夫はしているが、通知だけでは受診率の増加は難しいため、令和５年度より通知で受診

しない者のうちよりハイリスクの者に訪問での受診勧奨を実施した。受診率の推移について

は今後評価予定。また、医療機関受診率の低下に関しては、医療機関との連携体制がうま

くいっていないことが原因となっている可能性がある。事業の周知を十分に実施し、医療機

関から受診を呼びかけてもらう等医療機関との連携体制の構築が必要。 

・血圧の対象者基準をⅢ度高血圧にしており、対象者数が１０～２５名程度と少ない。八幡市

の健康課題や重症化予防の観点を考慮すると、Ⅱ度高血圧以上に基準値を拡大する必要

がある。 
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今
後
の
方
向
性 

・訪問での受診勧奨に効果がみられるのであれば、訪問対象者を拡大する。また、事業の周

知を十分に行い、医療機関との連携体制を構築し、医療機関からも受診を呼びかけてもら

うことで医療機関受診率を増加させる。 

・血圧の対象者基準の拡大をマンパワーを含め今後検討していく。 

・データ分析を実施後、抽出された健康課題をもとに優先順位の高い対象者を検討する。 

このまま継続 ・ 多少の見直し必要  ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 
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【事業名：重複服薬者適正化指導】 

目的 
重複服薬の可能性がある被保険者に服薬情報通知を送付することによって、健康リスクの

削減と医療費の適正化を図る。 

内容 

対象者：(Ｒ３まで）一月に２～３医療機関以上から同一効能の薬剤が処方されている被保

険者 

(Ｒ４から)一月に２以上の医療機関から、同一薬効の医薬品を対象期間に 2 ヵ月

以上連続して７日以上重複して服用している被保険者 

方 法：レセプトデータから対象者を抽出し、服薬情報通知を発送する。必要に応じて医師

会、薬剤師会と連携する。 

評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ア
ウ
ト
カ
ム 

通知対象者の

重複服薬の改

善率 

改善率

20％ 
13.4 20 54.3 0 0 44 実施中 

B 
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

通知回数 
年１回 

以上 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

事
業
全
体
の
評
価 

・当事業は専門性の高いものであり、診療内容によっては慎重な対応が必要である。R3 年

度までは独自基準による選別をしていたが、送付対象が少なくなりすぎることと、指導の難

しさが課題だった。 

・令和４年度から京都府の支援を受け、抽出の見直しと府薬剤師会による選別を実施した

結果、送付対象者が増加し、改善率の確認がしやすくなっている。 

・令和４年度からは通知文書にＦＡＸによる返信文書を同封。かかりつけ薬局等に相談を促

し、対応した医療機関・薬局から服薬状況に問題がなかったか、どのように指導したか等、

具体的な対応状況を返信してもらう仕組みをとった。 

・令和５年度は生活習慣病に係る処方のある対象者に対し、保健師による訪問指導を実施

した。 

今
後
の
方
向
性 

・医師会、薬剤師会との連携を引き続き継続していく。 

・多剤服薬者に対するアプローチも検討する。 

このまま継続 ・ 多少の見直し必要  ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 
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【事業名：ジェネリック医薬品差額通知】 

目的 
ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額を通知することによって、被保険者の医療費の

自己負担を軽減するとともに、医療費の適正化を図る。 

内容 
対象者：ジェネリック医薬品への切り替えによる薬剤費軽減額が一定以上の対象者 

方 法：レセプトデータから対象者を抽出し、通知書を発送。年４回実施。 

評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ア
ウ
ト
カ
ム 

ジェネリック医薬

品普及率（数量

ベース）※委託業

者からの報告 

80％ 69.4 72.6 74.4 76.9 76.1 76.3 実施中 

B 
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

年間通知発送

回数 

年１回 

以上 

４回 ４回 ４回 ４回 3回 3回 3回 

年間通知発送

回数 

年2回 

以上 

（中間評

価から） 

事
業
全
体
の
評
価 

・年々普及率は向上しているが令和３年度からは頭打ちの傾向があり、国の目標数値に達

することができていない。 

・普及率向上に伴い通知対象者が減少している。通知数を増やすため、削減額が少額でも

送付対象としているが、薬価の減額改定が続き、これ以上の対象者増を見込みづらい状況

がある。 

 

今
後
の
方
向
性 

・令和６年度以降は後発薬のある先発薬の自己負担の改定により、通知対象者が増える見

込みであるが、差額通知以外のアプローチも検討する。 

・業者の報告数値を引用すると業者変更の際にズレが生じるため、今後の評価は厚生労働

省による「保険者別の後発医薬品の使用割合」を使用する。 

このまま継続 ・ 多少の見直し必要  ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 
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【事業名：高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施  

後期高齢者の糖尿病性腎症重症化予防（ハイリスクアプローチ）】 

目的 
生活習慣病等の重症化予防を行うことでフレイルの進行を予防し、健康寿命の延伸を図

る。【Ｒ２開始】 

内容 

対象者：後期高齢者医療制度被保険者のうち前年度後期高齢者健診の結果、糖尿病の指

標である検査数値が高く要医療であるが、医療機関未受診の者 

方 法：家庭訪問による医療機関への受診勧奨を実施。その後医療機関からの連絡票や医

療レセプトより受診状況を確認し、未受診者には再度受診勧奨の訪問実施。 

評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ア
ウ
ト
カ
ム 

医療機関受診

率（管理中含む） 
50％ － － － 77.8 90.3 89.7 実施中 

Ａ 

翌年度の検査

結果改善割合 
30％ － － － － 52.3 61.2 実施中 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

受診勧奨実施

率 
100％ － － － 100 100 96.7 実施中 

本人面談実施

率 
60％ － － － 77.8 71.0 79.3 実施中 

事
業
全
体
の
評
価 

・国保の糖尿病重症化予防対象者が後期に移行してきた場合に、国保と後期の対象者抽出

条件が異なるため後期の対象者として条件が合えば個別支援を実施した。ハイリスク者は、

医師と本人から承諾あれば継続して支援を実施した。 

・対象者として抽出した時は未受診だったが、訪問時にはすでに受診していた人もいて、目

標は達成できた。 

・翌年度の検査結果の改善割合は、維持も含まれており、もう少し高い数値目標設定にして

もよいと判断した。 

今
後
の
方
向
性 

・糖尿病重症化予防対象者は、国保から後期に移行した際に支援の有無を確認し、必要な

人には継続して支援する。 

このまま継続 ・ 多少の見直し必要  ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 
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【事業名：高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施  

後期高齢者の健康状態不明者対策（ハイリスクアプローチ）】 

目的 
健康状態を把握し、適切な医療や介護サービスにつなげることで疾病の重症化やフレイル

の進行を予防し、健康寿命の延伸を図る。【R２開始】 

内容 

対象者：後期高齢者医療制度被保険者のうち前年度健診未受診、医療機関受診なし、介護

サービス利用なしの健康状態が不明の者 

方 法：健康状態を把握するためのアンケートを送付し、返送してもらう。返送なしには家庭

訪問による健康状態の把握と、健診の受診勧奨を行う。返送ありでも、フレイル状

態にあると思われる人には家庭訪問し、必要に応じて医療・介護サービスへつな

ぐ。 

評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ア
ウ
ト
カ
ム 

アンケート返送

率 
80％ － － － － 56.0 59.1 実施中 

Ａ 

健康状態の 

把握率 
90％ － － － 87.9 92.1 90.6 実施中 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

家庭訪問実施

率 
100％ － － － 72.7 76.6 81.6 実施中 

事
業
全
体
の
評
価 

・健康状態不明者は前年度健診受診なし、医療・介護利用なしのため訪問して健康状態を

確認している。国保から後期に移行してきた人も含めて、これまで持病の治療をしていたの

に中断し、健康状態不明者として事業対象になっている人がいることが判明した。訪問時に

は現在の体調だけでなく、既往歴等聞き取り、治療を中断した人にはその理由をきき、確実

に医療につなげる必要がある。また訪問前に医療レセプトにて過去の受診状況を確認する

必要がある。 

 

今
後
の
方
向
性 

・訪問前に医療レセプト情報を確認し、中断者には受診できるように支援する。  

このまま継続 ・ 多少の見直し必要  ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 
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【事業名：高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施  

後期高齢者の低栄養・口腔・閉じこもり予防（ハイリスクアプローチ）】 

目的 
やせや低栄養からくるフレイル予備群、フレイルの人を早期に発見支援することでフレイル

の進行を予防し、健康寿命の延伸を図る。【R３開始】 

内容 

対象者：後期高齢者医療制度被保険者のうち前年度後期高齢者健診の結果と質問票から

フレイル状態にあると思われる人 

方 法：健診結果からフレイル状態にあると思われ、かつ介護サービス未利用者を訪問し、

健康状態の把握と生活面の保健指導を行い必要に応じて医療や介護サービス、通

いの場等につなぐ。 

評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ア
ウ
ト
カ
ム 

意識改善率 80％ － － － － － － 実施中 

Ｂ 

翌年度維持・

改善率 

（ BMI 、 質 問

票） 

50％ － － － － － 77.3 実施中 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

家庭訪問実施

率 
100％ － － － － 95.7 95.7 実施中 

事
業
全
体
の
評
価 

・低栄養の人はもともとやせぎみの人もいるが、肥満防止の食事意識が強く、体重や食事量

が減少していることを問題ないと思っている人が一定数いた。啓発内容をメタボ予防からフ

レイル予防へ変更し、筋肉量の減少を防ぐ栄養指導等が必要。 

 

今
後
の
方
向
性 

・メタボ予防からフレイル予防へシフトしていく必要性を伝え支援する。  

このまま継続 ・ 多少の見直し必要  ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 
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【事業名：高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施  

後期高齢者の通いの場等への関与（ポピュレーションアプローチ）】 

目的 
フレイルを理解し、予防の方法を身近な通いの場で学び、実践・継続することで、健康寿命

の延伸を図る。【R２開始】 

内容 

対象者：通いの場に参加している高齢者 

方 法：医療専門職（保健師・管理栄養士・歯科衛生士・作業療法士）が地域の高齢者が集

まる場に出向き、１会場につき最大年２回フレイル予防の健康教育や簡単なフレイル

測定を実施 

評価

項目 
評価指標 目標値 

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 経年変化 総
合
評
価 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

ア
ウ
ト
カ
ム 

介入後の質問票

の改善率 
50％ － － － － 56 － 

実施中 

Ｂ 

参加者の理解度 

（教室終了後ア

ンケート） 

80％ － － － － － 98 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

フレイル測定 

実施率 
100％ － － － 100 100 99 

実施中 

フレイル啓発 

実施率 
100％ － － － 100 100 100 

事
業
全
体
の
評
価 

・教室参加者は５０代から１００歳までと幅広い年齢層の参加がある。教室参加者の中で支

援が必要と思われる人がいた場合は、後日医療レセプト等で医療や介護利用状況を確認し

ているが、教室終了後に個別にアプローチできていないことが課題。 

・令和３年度は１回目と２回目に同じ質問票で改善率をみたがほぼ変わりなく、団体からも

違うことをやってほしいと希望があったため、令和４年度からは１回と２回目で大きく内容を

変えて、質問票は１回目、教室終了後アンケートを２回目でとることに変更した。 

・出前講座や他課と連携しながら健康イベント等にも積極的に参加し、フレイル予防の啓発

に取り組んだ。 

今
後
の
方
向
性 

・地域団体役員や国保担当と連携し、支援が必要と思われる人への支援の有無等確認し、

必要な人にはアプローチする。 

このまま継続 ・ 多少の見直し必要  ・ 大幅な見直し必要 ・ 継続要検討 
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 健康・医療情報の分析 

１ 特定健康診査の状況 

 特定健康診査受診率 

① 特定健康診査受診率及び目標値 

平成３０年度以降、令和元年度に受診率は４７．６％まで増加し目標値を超えることができま

したが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、３９．６％まで低下しました。令

和３年度は４５.２％まで回復しましたが、以降受診率が伸び悩んでおり目標値には届いていま

せん。 

出典：法定報告値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：法定報告値 

 

 

 

 

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 
令和5年度 

（見込み値） 

特定健康診査対象者数（人） 12,151 11,708 11,584 11,263 10,534 10,132  

特定健康診査受診者数（人） 5,441 5,578 4,591 5,091 4,700 4,584  

特定健康診査受診率（％） 44.8 47.6 39.6 45.2 44.6 45.2  

受診率目標値（％） 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 
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45.245.0

46.0

47.0
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（見込み値）

受診率（％） 特定健康診査受診率（％） 受診率目標値（％）
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② 特定健康診査受診率 府・国比較 

八幡市の特定健康診査受診率は、府や国に比べていずれの年度も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：法定報告値 

 

③ 性・年代別 特定健康診査受診率   

性・年代別の受診率をみると男性より女性の受診率が高く、男女ともに６０～７０歳代に比

べ４０～５０歳代で受診率が低くなっています。 
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出典：特定健診等データ管理システム「FKAC131 ファイル」 

※法定報告値の除外対象者も含むため法定報告値とは異なる 

 男性  女性 
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④ 地区別 特定健康診査受診率   

小学校区別の健診受診率では、橋本地区で高く、中央地区で低い傾向となっています。 

 

 

  八幡 くすのき さくら 橋本 有都 中央 南山 美濃山 美豆 

健診対象者数 2,109 2,272 1,559 2,045 708 1,148 1,009 840 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校地区別 特定健康診査対象者数（令和４年度） 

小学校地区別 特定健康診査受診者数・受診率（令和４年度） 

単位：（人）             
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出典：特定健診等データ管理システム「FKAC131 ファイル」 

※法定報告値の除外対象者も含むため法定報告値とは異なる 
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 検査項目別有所見者の割合 

① 検査項目別有所見者の割合 

健診受診者の有所見者割合をみると、HbA1c、収縮期血圧で約半数の者が有所見となっ

ています。また、腹囲、中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、収縮期血圧、拡張期血圧、尿酸、eＧＦ

Ｒの有所見者率が府や国と比較して高くなっています。また、年度別有所見者割合では、収縮

期血圧と eＧＦＲで平成３０年度から有所見者割合が増加しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BMI 腹囲 HbA1c 
中性 

脂肪 
HDL-C LDL-C 

収縮期 

血圧 

拡張期 

血圧 
尿酸 eGFR 

八幡市 25.8 35.6 54.6 24.2 4.7 46.8 50.6 24.1 7.9 24.5 

府 23.2 33.3 56.7 20.9 4.2 47.2 47.7 21.2 7.2 22.9 

国 26.9 34.9 58.2 21.1 3.8 50.2 48.3 20.7 6.6 21.8 
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受診率（％） 八幡市 府 国

検査項目別有所見者の割合（令和４年度） 

出典：国保データベース（KDB）システム「厚生労働省様式（様式 5-2）健診有所見者状況」 

単位：（％）             
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出典：国保データベース（KDB）システム「厚生労働省様式（様式 5-2）健診有所見者状況」 
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② 性・年代別 有所見者の割合 

府や国と比較して高い中性脂肪・収縮期血圧・eＧＦＲを性・年代別でさらに比較すると、中

性脂肪は４０～５０歳代と７０歳代、収縮期血圧は４０～５０歳代の若い年代で府や国と比較し

て高く、差が大きくなっています。EＧＦＲは６０～７０歳代で府や国と比較してやや高くなって

います。 
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eGFR 

 

 

 

出典：国保データベース（KDB）システム「健診有所見者状況（男女別・年代別）」 

 

36.1 36.9

32.0 31.4

31.2 32.2
28.8

25.3

31.8 32.6

29.1

25.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

40代 50代 60代 70代

有所見者

割合(%)
八幡市 府 国

34.3

45.5

52.3
56.4

28.8

40.6

50.7
56.6

29.0

40.4

52.0

56.8

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

40代 50代 60代 70代

有所見者

割合(%) 八幡市

20.7

36.6

47.6

57.6

14.7

27.1

44.5

55.8

15.5

28.5

45.5

55.7

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

40代 50代 60代 70代

有所見者

割合(%)
八幡市 府 国

 男性  女性 

 男性  女性 



37 

 

eGFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国保データベース（KDB）システム「健診有所見者状況（男女別・年代別）」 
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 メタボリックシンドロームの状況 

特定健診受診者のうち、メタボ該当者及びメタボ予備群該当者割合は、府や国と比較して

男女ともに高くなっています。特に男性では、メタボ該当者とメタボ予備群該当者を合計した

割合が半数を超えおり、１０年前の平成２５年度から比べると７．８ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八幡市 府 国 

対象者数（人） 割合（％） 割合（％） 割合（％） 

メタボ該当者 1,000 21.2 19.5 20.6 

  

男 660 34.9 31.9 32.9 

女 340 12.1 10.5 11.3 

メタボ予備群該当者 533 11.3 10.8 11.1 

  

男 353 18.7 18.2 17.8 

女 180 6.4 5.4 6.0 

特定健診受診者のメタボ該当者数とメタボ予備群該当者数（令和４年度） 

性別 メタボ該当者数とメタボ予備群該当者を合計した割合の推移 

 

出典：国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」 
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 質問票の状況 

質問票では、府や国と比較して「既往歴に慢性腎臓病・腎不全あり」、「喫煙あり」と回答す

る割合が高くなっています。また、「２０歳時体重から１０ｋｇ以上増加」の割合は、令和３年度ま

では府や国よりも高くなっていましたが、令和４年度は府よりも高く、国とほぼ同様の割合にな

っています。反対に良い項目としては、運動の項目では、「１回３０分以上の運動習慣なし」「１

日１時間以上運動なし」「歩行速度が遅い」に該当する人の割合が低くなっています。また、飲

酒の項目では、「飲まない」に該当する割合が高く、飲む人では「１日の飲酒量が１合未満」に該

当する割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問票の状況（令和４年度） 

 

出典：国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」 

単位：（％）             
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① 質問項目毎の詳細状況 

 

八幡市は、令和元年度から令和３年度までは「２０歳時体重から１０ｋｇ以上増加」の項目の

該当割合が府や国よりも高くなっています。性・年代別では男性の該当割合が高く、男女とも

に４０～５０歳代の若い世代で割合が高くなっています。また、２０歳時体重から１０ｋｇ以上増

加したと答える者の有所見率は、血圧・脂質・血糖の全てで非該当者より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 体重増加 

 あり なし 

血圧有所見率 35.0 27.8 

脂質有所見率 28.6 24.2 

血糖有所見率 14.9 7.7 
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経年、府・国比較 

 

性・年代別比較 

 

◆２０歳時体重から１０ｋｇ以上増加 

 

 

 

２０歳時体重から 10ｋｇ以上体重増加の有無と有所見率の関係性 

 

出典：特定健診等データ管理システム FKAC163   ※法定報告の除外対象者を含むため法定報告値とは異なる 

 

出典：特定健診データ管理システム 

FKAC163（令和４年度分） 
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出典：国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」 
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◆喫煙 

八幡市は、喫煙の質問項目の該当割合が府や国と比較して高くなっています。性・年代別

では男性の割合が高く、男女ともに４０～５０歳代の若い世代で割合が高くなっています。また、

喫煙該当者の有所見率は、脂質・血糖で非該当者より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 喫煙習慣 

 あり なし 

血圧有所見率 30.4 30.5 

脂質有所見率 28.7 25.6 

血糖有所見率 13.6 9.9 

出典：特定健診データ管理システム 

FKAC163（令和４年度分） 

14.0 14.1

13.1 13.2
13.4

11.8 11.9
11.7

12.1 12.2

13.1 13.0

12.5 12.6
12.7

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

該当者

割合(％) 八幡市 府 国

経年、府・国比較 

 

出典：国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」 

性・年代別比較 

出典：特定健診等データ管理システム FKAC163   ※法定報告の除外対象者を含むため法定報告値とは異なる 

 

 

出典：特定健診データ管理システム 

FKAC163（令和４年度分） 

喫煙の有無と有所見率の関係性 

 

単位：（％）             
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◆運動 

八幡市は、「運動習慣がない」ことに関する質問項目の該当割合が府や国と比較して低くな

っており、特に「１回３０分以上の汗をかく運動習慣なし」の項目で差が大きくなっています。ま

た、該当割合は徐々に減少しており、運動習慣がある者が増えてきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆飲酒 

八幡市は、「飲酒の頻度」に関する質問項目で、「ほとんど飲まない」に該当する割合が府や

国と比較して高くなっています。 
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出典：国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」 

1回 30分以上の汗をかく運動習慣なし 

 

飲酒の頻度「ほとんど飲まない」 

経年、府・国比較 
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 受診勧奨判定値該当者の未治療者率 

八幡市は、特定健診受診者のうち受診勧奨判定値該当者の未治療者率が、府や国と比較

して高くなっています。特に令和３年度は１０．２％まで増加しましたが、令和４年度は７．１％に

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定健診受診者のうち受診勧奨判定値該当者の未治療者率 

出典：国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」 
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非
大
血
管
疾
患
発
生
率(

％) 

 健診受診者と健診未受診者の治療状況 

平成３０年度から令和２年度までの特定健診受診者の健診受診回数ごとにおける年間平均

医療費を比較したところ、３年間における健診の受診回数が少ないほど、医療費は高い傾向

を認めています。 

また、平成３０年度～令和２年度までの特定健診受診者の健診受診回数ごとに大血管疾患

発症の入院レセプトの有無を比較したところ、健診受診回数が多いほど大血管疾患の発症率

は低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定健診受診回数と年間医療費の比較 

※平成 30年度～令和２年度までの特定健診受診者の健診受診回数ごとにおける年間平均医療費を比較 
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平成 30～令和２年度健診受診回数による大血管疾患発症率の違い 
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２ 特定保健指導の状況 

 特定保健指導の実施状況 

特定保健指導の実施率は増加しており、令和４年度は平成３０年度に比べて２０．９ポイント

増加し目標値を大きく超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成３０年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

特定保健指導対象者数（人） 649 721 569 666 576 

特定保健指導実施者数（人） 109 148 166 240 217 

特定保健指導実施率（％） 16.8 20.5 29.2 36.0 37.7 

実施率目標値（％） 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 

特定保健指導実施率及び目標値 

出典：法定報告値 
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 積極的支援の状況 

積極的支援対象者割合は、府や国と比較して令和元年度から高くなっており、平成３０年度

からは０．６ポイント増加しています。積極的支援実施率は、平成３０年度が６．６％で、府や国

に比べると低くなっていましたが、年々増加し令和４年度には１６．７％となり国の実施率に近

づきつつあります。 

 

積極的支援対象者数割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積極的支援実施率 
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出典：法定報告値 

出典：法定報告値 
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 動機付け支援の状況 

動機付け支援の対象者割合は、府や国と比較して高くなっており令和３年度では１０．２％ま

で増加しましたが、令和４年度は９．２％となっています。動機付け支援実施率は、平成３０年

度は１９．５％で、府や国に比べると低くなっていましたが、年々増加し令和４年度には４４．７％

となり府や国の実施率を超えています。 

 

動機付け支援対象者数割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動機付け支援実施率 
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出典：法定報告値 
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 性・年代別特定保健指導実施率 

性・年代別の特定保健指導実施率は男女ともに４０～５０歳代で低くなっていますが、７０歳

代は実施率が半数以上となっています。また、５０～６０歳代では女性の実施率が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特定保健指導実施者と非実施者の比較 

特定保健指導対象者のうち特定保健指導参加者と非参加者で、翌年度の健診結果で血

圧・脂質・血糖のうち 1つ以上が基準値内の数値まで改善した割合は、新型コロナ感染症の影

響が高い令和２年度以外は、参加群が非参加群よりも達成割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：法定報告値 
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翌年度の健診で「血圧・脂質・血糖のうち１つ以上の因子で基準内の数値まで改善」の割合  

出典：特定健診等データ管理システム「FKAC131 ファイル」 
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３ 医療費の状況 

 年度別 医療費の状況（総医療費・1人当たり医療費）（医科） 

総医療費は、令和４年度で約５４億３千万円となっており、被保険者 1人当たりの医療費(月

額)は、２８，８５５円となっています。年度別医療費の状況をみると、総医療費は被保険者数の

減少とともに、平成３０年度に比べると令和４年度は減少していますが、1 人当たり医療費は新

型コロナの影響のある令和２年度以外は増加しており、平成３０年度から比べて令和４年度は

約２千円増加しています。 

 

 

  平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

総医療費 5,688,558,040 5,650,569,770 5,324,580,390 5,527,026,640 5,430,553,490 

1人当たり医療費(月額) 26,818 27,847 26,899 28,147 28,855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国保データベース（KDB）システム「市区町村別データ」 

年度別 総医療費・1人当たり医療費（医科） 

5,689 5,651 5,326 5,527 5,431

26,818

27,847

26,899

28,147

28,855

5,200

5,300

5,400

5,500

5,600

5,700

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
25,500

26,000

26,500

27,000

27,500

28,000

28,500

29,000

29,500

総医療費

（百万円）

総医療費 1人当たり医療費

1人当たり

の医療費

(円)

単位：（円）             
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 入院・外来別の医療費状況 （医科） 

入院・外来医療費の割合は、入院が約４０％、外来が約６０％の割合となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1人当たり医療費 府・国比較 （医科） 

年度別１人当たり医療費は、平成３０年までは国よりも高く、府よりも低くなっていましたが、

令和２年度から国よりも低くなっています。 

 

  平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

八幡市 26,818 27,847 26,899 28,147 28,855 

府 27,127 28,070 27,201 28,788 29,524 

国 26,555 27,475 26,961 28,469 29,043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.2%

59.8%

入院 外来

11,612円

17,243 円 

出典：国保データベース（KDB）システム 

「市区町村別データ」 

出典：国保データベース（KDB）システム「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」 

年度別 1人当たり医療費（月額） 府・国比較（医科） 

26,818

27,847

26,899

28,147

28,855

26,000

26,500

27,000

27,500

28,000

28,500

29,000

29,500

30,000

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

1人当たり

医療費(円) 八幡市 府 国

単位：（円）             

令和 4年度 1人当たり医療費の入院・外来医療費の割合（月額） 
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 疾病別医療費構成比（令和４年度） 

八幡市の最大医療資源傷病名別の医療費構成比は、がんが多く３４％を占め、筋・骨格も

18.8％と割合が高くなっています。また、慢性腎臓病（透析有）、慢性腎臓病（透析無）の両方

で府や国と比較して割合が高くなっています。 

 

 

傷病名 八幡市 府 国 

がん 34.0 35.0 32.0 

筋・骨格 18.8 17.7 16.6 

精神 10.4 12.1 15.0 

慢性腎臓病（透析有） 10.3 8.4 8.3 

糖尿病 9.8 9.2 10.4 

高血圧症 5.0 5.4 5.8 

脂質異常症 3.4 4.0 4.0 

脳梗塞 2.8 2.6 2.7 

狭心症 2.1 2.6 2.1 

脳出血 1.2 1.2 1.3 

心筋梗塞 1.0 0.7 0.7 

慢性腎臓病（透析無） 0.7 0.5 0.6 

動脈硬化症 0.4 0.3 0.2 

脂肪肝 0.1 0.2 0.2 

高尿酸血症 0.1 0.1 0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最大医療資源傷病名別医療費構成比（令和４年度）             

出典：国保データベース（KDB）システム「地域の全体像の把握」 

単位：（％）             
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 医療費上位１０疾患  入院 

令和４年の入院の最大医療資源病名の医療費１位は骨折であり、平成３０年度、令和３年度

も１位となっています。また、令和元年度と令和２年度は脳梗塞が１位となっています。令和４年

度では半数が循環器疾患で占めており、令和３年度・令和４年度は慢性腎臓病（透析有）が高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最大医療資源病名 年間総医療費（円） 

１位 骨折 9,160,3060 

２位 統合失調症 8,476,7360 

３位 慢性腎臓病（透析有） 7,491,2450 

４位 脳梗塞 6,319,5370 

５位 関節疾患 6,136,7050 

６位 肺がん 5,923,7590 

７位 不整脈 5,448,7470 

８位 大腸がん 5,375,7800 

９位 大動脈瘤 5,247,4270 

１０位 狭心症 4,033,8420 

 

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

1位 骨折 脳梗塞 脳梗塞 骨折 骨折 
2位 脳梗塞 骨折 肺がん 慢性腎臓病（透析有） 統合失調症 

3位 関節疾患 肺がん 統合失調症 関節疾患 慢性腎臓病（透析有） 

4位 狭心症 関節疾患 骨折 統合失調症 脳梗塞 
5位 肺がん 統合失調症 関節疾患 大腸がん 関節疾患 
6位 統合失調症 狭心症 不整脈 肺がん 肺がん 
7位 脳出血 大腸がん 大腸がん 不整脈 不整脈 
8位 不整脈 不整脈 狭心症 狭心症 大腸がん 
9位 大腸がん 慢性腎臓病（透析有） 脳出血 脳梗塞 大動脈瘤 
10位 うつ病 脳出血 慢性腎臓病（透析有） 脳出血 狭心症 

入院医療費上位 10疾患 最小分類 （令和４年度）             

年度別 入院医療費上位 10疾患 最小分類              

出典：国保データベース（KDB）システム「医療費分析（１）最小分類」  

出典：国保データベース（KDB）システム「医療費分析（１）最小分類」  
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 医療費上位１０疾患  外来 

令和４年の外来の最大医療資源病名の医療費１位は糖尿病であり、平成３０年度から令和

４年度までの全ての年度で１位となっています。令和４年度では半数が循環器疾患で占めてお

り、慢性腎臓病（透析有）は令和元年度以外で２位となっています。 

 

 

 最大医療資源病名 年間総医療費（円） 

１位 糖尿病 22,948,2910 

２位 慢性腎臓病（透析有） 20,844,1080 

3位 関節疾患 14,608,7020 

４位 高血圧症 13,019,4240 

５位 肺がん 10,564,6740 

6位 脂質異常症 9,403,6920 

７位 緑内障 7,426,4780 

８位 うつ病 7,232,3090 

９位 乳がん 7,209,2240 

１０位 不整脈 6,852,7430 

 

 

 

 

 

 

 
平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

1位 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 糖尿病 

2位 慢性腎臓病（透析有） 関節疾患 慢性腎臓病（透析有） 慢性腎臓病（透析有） 慢性腎臓病（透析有） 

3位 関節疾患 慢性腎臓病（透析有） 関節疾患 関節疾患 関節疾患 

4位 高血圧症 高血圧症 高血圧症 高血圧症 高血圧症 

5位 脂質異常症 脂質異常症 肺がん 肺がん 肺がん 

6位 肺がん 肺がん 脂質異常症 脂質異常症 脂質異常症 

7位 うつ病 乳がん 乳がん 乳がん 緑内障 

8位 緑内障 緑内障 緑内障 うつ病 うつ病 

9位 不整脈 うつ病 うつ病 緑内障 乳がん 

10位 乳がん 不整脈 不整脈 不整脈 不整脈 

外来医療費上位 10疾患 最小分類 （令和４年度）             

年度別 外来医療費上位 10疾患 最小分類              

出典：国保データベース（KDB）システム「医療費分析（１）最小分類」  

出典：国保データベース（KDB）システム「医療費分析（１）最小分類」  
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 生活習慣病における 1人当たり医療費（入院＋外来） 

生活習慣病の１人当たり医療費を基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）と重篤な疾患に分

けて比較しました。 

 

 

八幡市は高血圧症、脂質異常症の１人当たり医療費は府・国と比較すると低くなっています。

また、高血圧症、脂質異常症の１人当たり医療費は減少傾向であり、平成３０年度と比べて高

血圧症が１，１０５円、脂質異常症が２，００１円少なくなっています。糖尿病の医療費は、高血圧

症、脂質異常症の基礎疾患の中で１番高くなっており、国と比較すると低く府と比較すると高く

なっています。 

慢性腎臓病（透析無）の１人当たり医療費は、減少傾向ではありますが府や国と比較すると

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 基礎疾患及び慢性腎臓病（透析なし）         

糖尿病 1人当たり医療費 入院＋外来 最小分類         

15,326

16,192

15,518

16,642

16,141

14,610

14,991 14,932

15,852
15,632

16,522

17,091
17,245

18,248
18,406

14,500

15,500

16,500

17,500

18,500

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

1人当たり

医療費(円) 八幡市 府 国

高血圧症 1人当たり医療費 入院＋外来 最小分類         

10,128

9,692

9,109

8,610

9,023

11,569

10,990

10,585 10,555

10,134

12,312

11,795

11,341 11,305
10,980

8,500

9,500

10,500

11,500

12,500

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

1人当たり

医療費(円)
八幡市 府 国

出典：国保データベース（KDB）システム 「疾病別医療費分析（最小（82）分類）」 

出典：国保データベース（KDB）システム 「疾病別医療費分析（最小（82）分類）」 
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脂質異常症 1人当たり医療費 入院＋外来 最小分類         

8,255 8,371

7,306 7,185

6,254

9,061
8,933

8,222

8,542

7,615

8,617
8,675

7,958 8,240

7,559

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

1人当たり

医療費(円) 八幡市 府 国

出典：国保データベース（KDB）システム 「疾病別医療費分析（最小（82）分類）」 

慢性腎臓病（透析無） 1人当たり医療費 入院＋外来 最小分類         

1,402 1,420

1,285
1,335

1,247

1,081

995 973 958

1,032

1,130
1,049

984
1,019 1,049

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

1人当たり

医療費(円)
八幡市 府 国

出典：国保データベース（KDB）システム 「疾病別医療費分析（最小（82）分類）」 
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② 重篤な疾患 

狭心症の１人当たり医療費は減少傾向でありますが、心筋梗塞は令和２年度と比較すると

増加しており、令和２年度以外の年度で府・国よりも高くなっています。脳梗塞と脳出血は、減

少傾向ではありますが、府・国と比較して脳梗塞は平成３０年度から令和２年度まで、脳出血

は令和４年度以外は高くなっています。基礎疾患に比べて重篤疾患は１人当たり医療費が府・

国と比較して高い部分が多くなっています。 

また、慢性腎臓病（透析有）の１人当たり医療費は増加傾向であり、平成３０年度は府・国と

比較して低くなっていましたが、令和３年度から府・国よりも高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狭心症 1人当たり医療費 入院＋外来 最小分類         

6,218

5,260 4,767

5,452

3,730

5,763

5,500

4,643

5,017

4,936

4,780

4,518

4,113 4,195

4,007

3,500

4,000

4,500

5,000
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1人当たり

医療費(円) 八幡市 府 国

心筋梗塞 1人当たり医療費 入院＋外来 最小分類         

2,252
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医療費(円）

八幡市 府 国

出典：国保データベース（KDB）システム 「疾病別医療費分析（最小（82）分類）」 

出典：国保データベース（KDB）システム 「疾病別医療費分析（最小（82）分類）」 

1人当たり
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脳梗塞 1人当たり医療費 入院＋外来 最小分類         
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医療費(円)
八幡市 府 国

出典：国保データベース（KDB）システム 「疾病別医療費分析（最小（82）分類）」 

脳出血 1人当たり医療費 入院＋外来 最小分類         
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医療費(円) 八幡市 府 国

出典：国保データベース（KDB）システム 「疾病別医療費分析（最小（82）分類）」 

慢性腎臓病（透析有） 1人当たり医療費 入院＋外来 最小分類         
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出典：国保データベース（KDB）システム 「疾病別医療費分析（最小（82）分類）」 
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 生活習慣病の患者数 

被保険者に占める基礎疾患患者の割合は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病の順で高くなっ

ており、いずれも府や国に比べると割合が低くなっていますが、被保険者に占める心筋梗塞患

者と脳梗塞患者の割合は、府や国と比べると高くなっています。 

また、被保険者に占める糖尿病性腎症患者の割合も、府や国と比較して高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国保データベース（KDB）システム「医療費分析（１）最小分類」  

被保険者に占める糖尿病・高血圧・脂質異常症患者の割合（令和５年 3月診療分）入院＋外来 最小分類         
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被保険者に占める心筋梗塞・脳梗塞患者の割合（令和５年 3月診療分）入院＋外来 最小分類         

出典：国保データベース（KDB）システム「医療費分析（１）最小分類」  
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糖尿病性腎症患者

の割合(％)

被保険者に占める糖尿病性腎症患者の割合 （令和５年 3月診療分）入院＋外来 最小分類          

出典：国保データベース（KDB）システム「医療費分析（１）最小分類」  
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 生活習慣病の性別・年代別受診割合  

生活習慣病の受診割合を性別・年代別に比較しますと、脂質異常症以外は全ての年代で

女性より男性の方が割合が高くなっています。糖尿病、高血圧、脂質異常症の基礎疾患では、

４０歳代からやや受診率が増え始め、年齢があがる毎に受診割合が増加しています。また重

篤な疾患では、虚血性心疾患は５０歳代から、脳血管疾患は６０歳代から急激に受診割合が

増え始めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糖尿病 性別・年代別受診割合  入院＋外来 最小分類         

出典：国保データベース（KDB）システム「厚生労働省様式 3-1」  

高血圧 性別・年代別受診割合  入院＋外来 最小分類         
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出典：国保データベース（KDB）システム「厚生労働省様式 3-1」  
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脂質異常症 性別・年代別受診割合  入院＋外来 最小分類         
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出典：国保データベース（KDB）システム「厚生労働省様式 3-1」  

虚血性心疾患 性別・年代別受診割合  入院＋外来 最小分類         
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出典：国保データベース（KDB）システム「厚生労働省様式 3-1」  

脳血管疾患 性別・年代別受診割合  入院＋外来 最小分類         
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出典：国保データベース（KDB）システム「厚生労働省様式 3-1」  
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 人工透析患者の状況   

八幡市の被保険者に占める人工透析患者の割合は、府や国と比較して高い状況です。 

 

 

 被保険者数（人） 人工透析患者数（人） 
被保険者に占める 

人工透析患者の割合（％） 

八幡市 15,159 57 0.38 

府 498,511 1,649 0.33 

国 24,660,500 86,890 0.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別では女性よりも男性が多く、５０歳代から透析患者が現れます。男性では６０歳代が１

番多く、女性では６０歳代と７０歳代が同じ人数になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工透析患者数及び被保険者に占める人工透析患者の割合（令和４年度）         

出典：国保データベース（KDB）システム「医療費分析（１）最小分類」  
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出典：国保データベース（KDB）システム「医療費分析（１）最小分類」  
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年代別人工透析患者割合を男女別に府と比較すると、男性の５０歳代、６０歳代、女性の５０

歳代、６５～６９歳で府よりも高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性 年代別人工透析患者割合（令和４年度）         

出典：国保データベース（KDB）システム 「厚生労働省様式 3-1」 

女性 年代別人工透析患者割合（令和４年度）         
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出典：国保データベース（KDB）システム 「厚生労働省様式 3-1」 
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八幡市の人工透析患者数は増加しており、令和４年度は５７人となっています。それに伴い、

人工透析医療費は増加しており、令和４年度は年間で４億円を超えており、平成３０年度から

比べると、1億円以上増加しています。 

 

 

  人工透析患者数（人） 人工透析医療費（円）※ 
患者１人当たりの 

人工透析医療費（円） 

平成３０年度 44 293,524,770 6,671,018 

令和元年度 44 297,877,940 6,769,953 

令和２年度 51 308,918,700 6,057,229 

令和３年度 54 409,950,510 7,591,676 

令和４年度 57 406,808,740 7,136,995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年度別 人工透析患者数及び医療費        
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患者数（人）

出典：国保データベース（KDB）システム「医療費分析（１）最小分類」  

  
※人工透析医療費…人工透析を行っているレセプトの総点数を医療費換算したもの 
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新規透析患者数は令和２年度の 11人をピークに令和３年度以降は減少しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工透析患者が併存する疾患の割合では、９割以上が高血圧症の基礎疾患を持ち、糖尿

病、脂質異常症も約６割の者が罹患しています。また、約７割の者が虚血性心疾患の既往が

あり、人工透析患者と虚血性心疾患の関連性が示唆されます。府と比較すると、糖尿病と虚

血性心疾患で大きく差を開いて割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人工透析患者が併存する疾患の割合（％）（令和５年３月診療分）        
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出典：医療費分析資料作成システムより算出  

 年度別 新規透析患者数        

出典： 国保データベース（KDB）システム「厚生労働省様式 3-7」  
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 歯科医療費の状況 

八幡市の歯科の総医療費は、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい令和２年度は低下

しましたが、以降は増加しています。また、１人当たり医療費は徐々に増加しており、府や国と

比較して高くなっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

八幡市 2,219 2,284 2,271 2,360 2,514 

府 2,052 2,115 2,075 2,212 2,284 

国 1,994 2,038 2,021 2,141 2,211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

総医療費 470,655,580 463,472,930 449,472,050 463,474,440 473,175,390 

1人当たり医療費（月額） 2,219 2,284 2,271 2,360 2,514 

年度別 総医療費・1人当たり医療費（医科） 単位：（円）             
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被保険者1人当たり
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出典： 国保データベース（KDB）システム「市区町村別データ」  
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出典： 国保データベース（KDB）システム「健診・医療・介護データからみる地域の健康課題」  

 

1人当たり医療費（月額） 国・府比較（歯科）  単位：（円）             



67 

 

八幡市の令和４年度歯科医療状況では、受診率、1 件当たり医療費、1 人当たり医療費、1

日当たり医療費の全てが府や国と比べて高くなっており、歯に関する意識が高い一方で、歯

科疾患の重症化が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療項目 八幡市 府 国 

受診率（％） 177.4 166.9 163.8 

１件当たり医療費（円） 14,180 13,690 13,410 

１人当たり医療費（円）※ 2,514 2,284 2,211 

１日当たり医療費（円） 8,460 8,380 8,070 

１件当たり受診回数（％） 1.7 1.6 1.7 

令和４年度歯科医療状況詳細  

出典：国保データベース（KDB)システム「地域の全体像の把握」 

※1人当たり医療費・・・１か月分相当 
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 ジェネリック医薬品普及の状況 

ジェネリック医薬品の普及率は増加傾向にあり、令和４年度（令和５年３月）において国の目

標値である 80％を超えることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：厚生労働省 保険者別の後発医薬品の使用割合 

 

 重複・多剤服薬の状況 

① 重複服薬 

令和４年度における重複処方該当者は 167人でした。 

※ 重複処方該当者：３医療機関以上から重複処方が発生した薬効数１以上、及び２医療機関以上から重複処

方が発生した薬効数２以上となった方（下図の網掛け部分） 

 

他医療機関と重複 

処方の発生した医療 

機関数（同一月内） 

複数の医療機関から重複処方が発生した薬効数（同一月内） 

1以上 2以上 3以上 4以上 5以上 ６以上 ７以上 ８以上 ９以上 １０以上 

重
複
処
方
を
受
け
た
人 

２医療機関以上 458 144 54 17 7 5 1 0 0 0 

３医療機関以上 23 17 10 4 2 2 0 0 0 0 

４医療機関以上 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

５医療機関以上 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

出展：国保データベース（KDB)システム「重複・多剤処方の状況」（令和５年３月診療） 

  

ジェネリック医薬品普及率（数量ベース） 

76.4

77.8

79.4 79.8
80.9

71.4
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77.4

70.0

72.0

74.0
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78.0

80.0

82.0

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

普及率（％） 八幡市 府
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② 多剤服薬 

令和４年度における多剤処方該当者数は、50人でした。 

※ 多剤処方該当者：同一薬剤に関する処方日数が１日以上かつ処方薬効数（同一月内）が 15 以上となった方

（下図の網掛け部分） 

  
処方薬効数（同一月内） 

１以上 ２以上 ３以上 ４以上 ５以上 ６以上 ７以上 ８以上 ９以上 １０以上 １５以上 ２０以上 

処

方

日

数 

1日以上 6,957 5,624 4,438 3,332 2,418 1,743 1,235 844 557 341 50 4 

15日以上 5,450 4,794 3,908 3,011 2,232 1,635 1,174 810 537 332 50 4 

30日以上 4,729 4,196 3,453 2,705 2,019 1,495 1,086 747 499 316 50 4 

60日以上 2,869 2,570 2,137 1,715 1,320 1,009 749 533 362 237 42 4 

90日以上 1,535 1,387 1,162 947 740 581 448 298 195 136 22 2 

120日以上 712 671 594 502 403 314 251 177 122 83 14 2 

150日以上 403 380 337 294 241 184 152 109 78 48 6 2 

180日以上 294 276 239 209 173 133 104 74 52 32 6 2 

出展：国保データベース（KDB)システム「重複・多剤処方の状況」（令和５年３月診療） 
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 健康課題の明確化 

１ 分析結果まとめ 

項目 分析結果 
参照 

ページ 
健康 

課題 

死
亡
・要
介
護
状
態 

平均寿命 

平均自立期間 

・男性は平均寿命、平均自立期間（健康寿命）は延伸しており、平均寿

命・平均自立期間（健康寿命）ともに府・国より長い。 

・女性の平均寿命、平均自立期間（健康寿命）は延伸しているが、平均寿

命は府よりも短く、平均自立期間（健康寿命）は府・国よりも短い。 

７ 

～  

８ 

 

介護 

・要介護（支援）認定率は国よりも高く府よりも低い。 

・要介護（支援）認定者の疾病別有病率は脳血管疾患、悪性新生物の割

合が府・国に比べて高い。 

・要介護（支援）認定者の疾病別有病率は、心臓病が 55.0％、筋骨格が

49.9％、高血圧症が 47.8％である。 

９ 

～  

10 

 

死亡 

・標準化死亡比は男女ともに府・国よりも低い。 

・主要死因別標準化死亡比は、男女ともに心不全が高く、老衰が少な

い。また、腎不全が男女ともに高く、特に女性で高い。 

・疾病別死亡割合では悪性新生物についで心疾患の割合が高い。 

10 

～  

12 

A 

特
定
健
康
診
査
・特
定
保
健
指
導
の
状
況 

特定健康診査 

の実施状況 

・特定健康診査受診率は府や国より高くなっており、令和元年度に

47.6％まで増加したが令和２年度に減少し、以降受診率は 45％程度ま

で回復したがその後伸び悩んでいる。 

・性・年代別受診率は、男性の受診率が低く、男女ともに 40～50 歳代

の受診率が低い。 

・地区別受診率は、中央地区が低い。 

32 

～  

34 

B 
E 

特定健診結果 

・有所見者率 

・腹囲、中性脂肪、HDL-C、収縮期血圧、拡張期血圧、尿酸、eGFR の

有所見者率が府・国より高い。 

・収縮期血圧と eGFR は平成 30 年度から比べると年々有所見者率が

増加している。 

・中性脂肪、収縮期血圧は 40～50 歳代の若い世代で府や国よりも有

所見者率が高い。 

35 
～  

37 

A 
C 
E 

特定健診結果 

・メタボの状況 

・メタボとメタボ予備群を合計した割合は府や国よりも高く、特に男性で

差が大きい。 

・平成２5 年度から比べると令和４年度は男女ともに大きく増加してい

る。 

38 B 

質問票の状況 

・①「20歳時体重から 10ｋｇ以上増加」②「喫煙」の質問項目で府や国と

比較して該当者割合が高い。 

・①、②の質問項目ともに４０～５０歳代の若い世代で該当割合が高い。 

39 

～  

42 

E 

特定健診結果 

・未治療者率 

・受診勧奨判定値該当者の未治療者率が府や国と比較して高い。 
43 C 

特定保健指導 

の実施状況 

・特定保健指導の対象者数割合は府・国より高い。 

・特定保健指導実施率は年々増加し、平成 30 年度から比べて 20.9％

増加している。動機付け支援の実施率は府・国より高いが、積極的支援

の実施率は国より低い。 

・４０～５０代の実施率が低い。 

45 

～  

48 

B 
E 
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項目 分析結果 
参照 

ページ 
健康 

課題 

医
療
費
全
体
の
状
況 

総医療費 

1人当たり 

医療費 

・総医療費は被保険者数の減少とともに減少している。 

・1人当たり医療費は年々増加しているが、府・国と比べると低い。 

 

49 

～  

50 

 

医療費の構成 

・入院医療費の上位疾患（最小分類）は、平成３０年度から令和４年度の

５年間でみると、1位は骨折か脳梗塞のどちらかである。 

・外来医療費の上位疾患（最小分類）は、平成３０年度からの令和４年度

の５年間のいずれの年度も糖尿病が１位である。 

・慢性腎臓病（透析有）は、入院・外来医療費のどちらも高い。 

51 

～  

53 

A 

生
活
習
慣
病
に
係
る
医
療
費
の
状
況 

疾病別 

1人当たり医

療費 

・基礎疾患である高血圧症と脂質異常症の 1 人当たり医療費は減少傾

向で、府・国と比べて低い。 

・重篤な疾患の狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血は、平成30年度から

みると 1 人当たり医療費は減少しているが、基礎疾患に比べて重篤な疾

患は府や国よりも高い傾向にある。 

・慢性腎臓病（透析無）の 1 人当たり医療費は、低下しているが府や国よ

りも高く、慢性腎臓病（透析有）は増加しており、令和３年度から府・国よ

りも高くなっている。 

54 

～  

57 

A 
D 

患者割合 

・患者割合は基礎疾患の糖尿病、高血圧症、脂質異常症は少なく、重篤

疾患の心筋梗塞、脳梗塞は多い。 

58 

～  

59 

D 

性別・年代別 

受診割合 

・女性より男性の方が受診割合が高い。 

・基礎疾患は 40 歳代から年齢があがる毎に受診割合が増え始めてい

る。 

・重篤疾患は 50～60歳代で急激に受診割合が増加している。 

60 

～  

61 

E 

人
工
透
析
の
状
況 

人工透析 

患者数・割合 

・人工透析患者数は年々増加し、令和４年度で 57人になっている。 

・人工透析患者割合は府や国より高く、性別・年代別受診割合では男性

が多く、５０～60歳代で府・国よりも高い。 

・新規透析患者数は令和２年度をピークに減少している。 

62 

～  

65 

A 

併存疾患 

の割合 

・併存疾患は高血圧症が 9 割を超え、糖尿病、脂質異常症は約 6 割の

者が罹患している。 

・糖尿病と虚血性心疾患の併存疾患割合は、府よりもかなり高い。 

65 A 

歯科医療費の状況 ・歯科の 1人当たり医療費は年々増加しており、府・国よりも高い。 66  

ジェネリック医薬品

の普及の状況 
・ジェネリック医薬品の普及率は増加している。 68 F 

重複・多剤服薬 

の状況 

・重複処方、多剤処方ともに該当者は一定数いる。 

 
69 F 
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２ 健康課題の抽出と個別目的 

 健康課題 根拠 個別目的 

A 透析患者数が増加し、割

合も府・国よりも高い。 

 

・人工透析患者数は年々増加し、割合は府や国

より高く、性別・年代別受診割合では男性が多

い。 

・eGFR と血圧の健診有所見者率が高い。 

・医療費の構成では糖尿病の医療費が高い。 

・透析患者の併存疾患は、高血圧が 9 割以上、

糖尿病は 6 割であり、糖尿病の割合は府よりも

高い。 

・慢性腎臓病（透析有）は、入院・外来医療費の

どちらも高い。 

・標準化死亡比の腎不全が高い。 

透析患者数・割合を減

らす 

B メタボ、メタボ予備群の

該当者割合が高く増加し

ている。 

・メタボとメタボ予備群を合計した割合は府や国

よりも高く、特に男性で差が大きい。 

・平成２5 年度から比べると令和４年度は男女と

もに大きく増加している。 

メタボ・メタボ予備群の

該当者割合を減らす 

C 特定健診の受診勧奨判

定値該当者の未治療者

率が高い。 

・受診勧奨判定値該当者の未治療者率が府や

国と比較して高い。 

・血圧の健診有所見者率は高いが、高血圧症の

医療費や患者割合は低い。 

要医療者を早期に医療

受診につなげ、生活習

慣病の重症化を予防す

る 
D 基礎疾患の医療費や患

者割合が低いが、重篤疾

患の医療費や患者割合は

高い。 

・基礎疾患に比べて重篤な疾患の医療費は府や

国よりも高い傾向にある。 

・患者割合は基礎疾患の糖尿病、高血圧症、脂

質異常症は少なく、重篤疾患の心筋梗塞、脳梗

塞は多い。 

E ４０～５０歳代の若い世

代の健康行動や健康状

態が悪い。 

・40～50 歳代の特定健診受診率、特定保健指

導実施率が低い。 

・中性脂肪、収縮期血圧は40～50歳代の若い

世代で府や国よりも有所見者率が高い。 

・特定健診質問項目の「体重増加」「喫煙」の該

当割合は 40～50歳代が高い。 

・重篤疾患は 50～60 歳代で急激に受診割合

が増加し、透析患者数も 50～60歳代が多い。 

40～50歳代の健診受

診率・特定保健指導実

施率を向上させる 

F 適正服薬の推進 ・医療費の適正化のために、後発医薬品（ジェネ

リック医薬品）の利用促進、重複多剤服薬の是

正の取り組みは必要 

・重複多剤服薬は、薬の副作用を予防する点か

らも重要。該当者がいることから今後の取り組

みが必要。 

 

適正服薬者を増やす 
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 データヘルス計画（保健事業全体）の目的・目標 

１ 第３期データヘルス計画の大目的 

大目的 

特定健診の受診率を増加させ、被保険者の健康状態を把握し、保健指導や医療の受診勧奨を実施する

ことで、要指導者の生活習慣を改善および要医療者を早期の受診につなげ、生活習慣病の重症化予防

を実施し、被保険者の健康寿命の延伸ならびに医療費の適正化に努める。 

２ 個別目的と対応する保個別保健事業 

優先度 個別目的 指標 
R１１目標値 

（現状値） 
対応する個別保健事業 

大 

A 透析患者数・割

合を減らす 

①透析患者数 

 

②新規透析者数 

 

③被保険者に占める

透析患者割合 

① 45人以下 

（57人） 

② 3 人以下 

（６人） 

③0.33％以下 

（0.38％） 

・特定健康診査、特定健康診

査未受診者対策 

・特定保健指導、特定保健指

導未利用者対策 

・糖尿病重症化予防事業 

・生活習慣病予防事業 

大 

Bメタボ・メタボ予

備群の該当者割合

を減らす 

メタボ及びメタボ予備

群該当者の割合 

30％以下 

（32.5％） 
・特定健康診査、特定健康診

査未受診者対策 

・特定保健指導、特定保健指

導未利用者対策 

大 

C・D 

要医療者を早期に

医療受診につな

げ、生活習慣病の

重症化を予防する 

 

①未治療者率 

 

②要医療者割合 

a.HbA1c6.5以上 

 

b.収縮期血圧 160以上 

 

c.LDL160以上 

①5.0％以下 

（6.9％） 

② 

a. 8.0以下 

（9.2％） 

b.5.0％以下 

（6.1％） 

c.8.0％以下 

（8.8％） 

・糖尿病重症化予防事業 

・生活習慣病予防事業 

 

大 

E 40～50歳代の

健診受診率・特定

保健指導実施率を

向上させる 

①４０歳代特定健診受診率 

 

②50歳代特定健診受診率 

 

③40歳代特定保健指導 

実施率 

④50歳代特定保健指導 

実施率 

①30％以上 

（25.6％） 

②32％以上 

（28.7％） 

③20％以上 

（13.2％） 

④20％以上 

（14.7％） 

・特定健康診査未受診者対策

（若い世代に重点的に勧奨） 

・特定保健指導、特定保健指

導未利用者対策（若い世代に

重点的に支援） 

・早期介入保健指導事業 

 

中 

F 適正服薬者を増

やす 

被保険者 1人当たり医

療費（年間） 

 

①R4をベー

スに、年 3％ 

以内の増加に 

抑える。

462,959円 

（376,428円） 

・重複服薬者適正化指導 

・ジェネリック医薬品差額通知 

・多剤服薬者適正化事業（新

規） 
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 第４期特定健康診査等実施計画 

１ 特定健康診査・特定保健指導等の実施目標（国基準） 

国の基本指針における第４期の全国目標は特定健康診査実施率が 70％、医療保険者種別

の目標値で市町村国保は60％となっています。特定保健指導実施率の全国目標は45％、医

療保険者種別の目標値で市町村国保は 60％となっています。 

 

 

保険者種別 
全国目

標 

市町村 

国保 

国保組

合 

全国健康

保険協会

（船保） 

単一健

保 

総合健

保・ 私学

共済 

共済組合 

(私学共

済除く) 

特定健診の実施率 70% 60% 70% 70% 90% 85% 90% 

特定保健指導の実施率 45% 60% 30% 35% 60% 30% 60% 

メタボリックシンドローム該当

者及び予備群等の減少率 

25％ 

（2008年度比） 

出典：厚生労働省 特定健康診査等実施計画作成の手引き（第 4版） 

 

２ 八幡市における目標 

八幡市国民健康保険における特定健康診査及び特定保健指導の第４期計画期間の目標値

を、特定健康診査基本指針に掲げる基準をもとに、本市で実現可能な数値として下記のとおり

設定します。 

 

 

 

  

  令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 

特定健康診 47％ 48％ 49％ 50％ 51％ 52％ 

特定保健指導 38.8％ 39.4％ 40.0％ 40.7％ 41.4％ 42.0％  

第 4期における各保険者種別の目標 

特定健康診査・特定保健指導実施率 年度別目標値 
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３ 特定健康診査・特定保健指導の対象者数 

 特定健康診査対象者数 

特定健康診査の対象者及び受診者の見込み数は以下のとおりです。 

対象者数は推計人口及び本市の令和4年度の年代別国保加入率をもとに推計しています。

受診者数は、対象者数の推計に年度別の目標実施率を乗じた人数とし、令和 6 年度は４，６３

３人、令和１１年度は４，５９５人としています。 

 

 

参考：国立社会保障・人口問題研究所 市区町村別の階級別将来推計人口  

 

 特定保健指導対象者数 

特定保健指導の対象者の見込み数は、特定健康診査の受診者の見込み数に特定保健指導

発生率（平成３０年～令和４年度の発生率の平均）を乗じた人数としています。動機付け支援

の対象者（発生率９．６％）と積極的支援の対象者（発生率２．９％）の見込み数は以下のとおり

です。 

利用者の見込み数は、動機付け支援と積極的支援の対象者の見込み数に、年度別の目標

実施率を乗じた人数とし、令和６年度は動機付け支援が１７３人、積極的支援が５２人、令和 11

年度は動機付け支援が１８５人、積極的支援が５６人を見込んでいます。 

 

 

  令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 

動機付け

支援 

対象者 445人 440人 440人 441人 441人 441人 

利用者 173人 173人 176人 179人 183人 185人 

積極的 

支援 

対象者 134人 133人 133人 133人 133人 133人 

利用者 52人 52人 53人 54人 55人 56人 

全体 

対象者 579人 573人 573人 574人 574人 574人 

利用者 225人 225人 229人 233人 238人 241人 

目標実施率 38.8% 39.4% 40.0% 40.7% 41.4% 42.0% 

 

 

  令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度 

対象者数 9,856人 9,541人 9,359人 9,181人 9,007人 8,837人 

受診者数 4,633人 4,579人 4,586人 4,591人 4,594人 4,595人  

目標実施率 47％ 48％ 49％ 50％ 51％ 52％ 

特定健康診査対象者数・受診者数見込み 

特定保健指導対象者数・利用者数見込み 
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４ 特定健康診査の実施方法 

 特定健康診査の実施内容 

綴喜医師会と京都府医師会に委託をして、個別健診方式で実施します。 

 

内  容 

対象者 
実施年度中に４０歳～７４歳になる被保険者 

（実施年度中に７５歳になる７５歳未満の者も含む） 

実施場所 
綴喜医師会に属する医療機関のうち、国が示した外部委託基準に適合し、

かつ特定健康診査の実施について承諾した医療機関 

実施期間 ７月～10月（予備月：11月） 

自己負担額 無し 

受診方法 個別に郵送した受診券を持参の上、上記医療機関で受診する。 

健診結果 受診医療機関の医師の対面による結果通知を基本としている。 

利用案内 対象者全員に、特定健康診査受診券と受診案内を６月下旬に送付する。 

 

 特定健康診査の実施項目 

特定健康診査では全受診者に「基本的な健診項目」を、また、判定基準に該当した人のうち

医師によって必要と判断された場合に「詳細な健診項目」を実施します。さらに八幡市では、市

独自の「追加健診項目」として腎機能検査、血液一般検査、貧血検査、心電図検査を全受診者

に実施します。 

 

検 査 項 目 

基本的な 

健診項目 

質問票（服薬歴、喫煙歴等） 

身体計測（身長、体重、BMI、腹囲） 

理学的所見（身体診察）、血圧測定            

血中脂質検査（空腹時中性脂肪または随時中性脂肪、HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、LDL ｺ

ﾚｽﾃﾛｰﾙ） 

肝機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP）） 

血糖検査（HbA1c、空腹時血糖または随時血糖）      

尿検査（尿糖、尿蛋白） 

詳細な 

健診項目 

腎機能検査（血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ（eGFR）） 

貧血検査（赤血球数、血色素量、ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値） 

心電図検査 

眼底検査 
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追加健診項目 

（八幡市独自

追加項目） 

腎機能検査（血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ（eGFR）、尿素窒素） 

血液一般検査（ｱﾙﾌﾞﾐﾝ、尿酸、白血球数、血小板数） 

貧血検査（赤血球数、血色素量、ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値）、心電図検査 

 

 実施体制 

綴喜医師会と京都府医師会に委託して実施しています。 

 

 健診データの収集 

特定健康診査以外で同等の健診を実施した者について、人間ドックの費用助成などを行い、

健診結果の提出を受けて結果データを登録することにより、受診率の向上を図ります。健診結

果が特定保健指導判定値を超える者については、希望により特定保健指導を行います。 

 

 未受診者対策 

受診券に同封するパンフレットは毎年見直し、わかりやすいものにします。他のがん検診の

実施会場及び市内の健康コーナー、医療機関等でのポスターを掲示し、ＳＮＳを活用するなど

周知に努めます。 

新規対象となる４０歳到達者や、過去の健診の受診歴等を分析し、必要な対象者に受診勧

奨の葉書等を送付します。受診率の低い４０歳～５９歳の無関心層など、グループ分けしたそ

れぞれの層に対し、効果的なアピールとなるよう内容を変えて工夫します。 
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５ 特定保健指導の実施方法 

 特定保健指導の実施内容 

 

 
   

■特定保健指導対象者の選定基準 

 

①血糖：空腹時血糖 100㎎/dl以上または HbA1c 5.6％以上 

    （空腹時血糖値を優先し、随時血糖の場合は HbA1cを優先） 

②脂質：中性脂肪 150㎎/dl以上（やむをえない場合は随時中性脂肪値 175㎎/dl以上） 

または HDLコレステロール値 40㎎/dl未満 

③血圧：収縮期（最高）130㎜ Hg以上または拡張期（最低）85㎜ Hg以上 

④喫煙：質問票において「以前は吸っていたが最近 1か月は吸っていない」場合は、「喫煙無 

し」として扱う。 

BMI（体格指数）：体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m） 

注）糖尿病、高血圧症、脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している人は特定保健指導の対象と

しない。 

 

 

内  容 

対象者 
特定健康診査の結果に基づき、下表（■）のステップで保健指導レベルの

階層化を行い、対象者を抽出。 

実施場所 八幡市役所 他 訪問先等 

実施期間 11月～翌年８月 

実施方法 市の直営を基本とし、一部外部委託 

自己負担 無し 

利用案内 対象者全員に、パンフレットを同封した利用案内を送付する。 

健診結果の判定 特定保健指導レベル 

腹囲 
危険因子 

④喫煙 
年齢区分 

①血糖②脂質③血圧 40～64歳 65～74歳 

≧85㎝ 

（男性） 

≧90㎝ 

（女性） 

2つ以上該当  
積極的支援 

動機付け支援 
1つ該当 

あり 

なし 
 

上記以外

で 

BMI≧25 

3つ該当  
積極的支援 

動機付け支援 2つ該当 
あり 

なし  

1つ該当  
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 支援内容 

＜積極的支援＞ 

内  容 

支援期間 初回面接から３～６か月間 

支援形態 

初回支援 個別支援またはグループ支援 

継続支援 

（中間評価等） 

３か月以上の継続支援 

電話、手紙、訪問、教室等による支援 

評価 
３～６か月経過後の評価 

 電話、手紙、訪問等により評価を実施 

支援内容 

特定健康診査の結果から、対象者自らが自分の身体に起こっ

ている変化を理解し、生活習慣改善の必要性を実感できるよ

うな働きかけを行う。また、具体的に実践可能な行動目標を対

象者が選択できるよう支援する。 

支援者は、行動が継続できるように定期的・継続的に介入す

る。 

 

＜動機付け支援＞ 

内  容 

支援期間 初回面接から３か月間 

支援形態 

初回支援 個別支援またはグループ支援 

評価 
３か月経過後の評価 

 電話、手紙、訪問等により評価を実施 

支援内容 

特定健康診査の結果や生活習慣を振り返り、対象者自らが生

活習慣の改善すべき点を自覚し、行動目標を設定する為の支

援を行う。 

目標達成に向けた取り組みを継続できるように、食事や運動

等に関して生活習慣の改善につながる行動計画を一緒に作

成し、自身で継続できるよう支援する。 

 

 実施体制 

特定健診の結果から対象者への直接通知等により直営で実施し、運動教室や訪問等の一

部を外部委託しています。 
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６ 外部委託者の選定方法、基準 

本市の過去の健康診査実施状況や健康診査、保健指導事業者の実情を踏まえ、制度の趣

旨を十分理解し、個人情報保護対策等の管理が十分講じられていることを前提として、国の示

す「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」における「健診実施に関するアウトソーシン

グ基準」「保健指導実施に関するアウトソーシング基準」に基づき、委託事業者の選定・評価を

行います。 

 

７ 周知・案内方法 

広報紙やホームページに掲載し周知を図ります。 

特定健康診査対象者には受診券、受診票とパンフレットを受診期間前に一斉送付します。 

保健指導対象者には、保健指導の必要性や健康づくり情報を掲載したチラシと、教室内容を

イメージしやすい案内通知を個別に送付します。未反応者に対しては再度、保健指導の重要性

を説明したチラシで案内通知を行い、適宜訪問を実施しています。 

 

８ データの保管及び管理方法 

特定健康診査及び特定保健指導に関するデータは、原則５年間保存し、特定健康診査等デ

ータ管理システム等で適切に管理します。 

 

９ 年間スケジュール 

 
当年度 翌年度 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

特定健康診査

の委託契約 
                   

特定健康診査

の受診券発送 
                   

特定健康診査

の実施 
                   

未受診者へ受

診勧奨 
                   

特定保健指導

の案内発送 
                   

特定保健指導

の実施 
                   

実施実績算出

（法定報告） 
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★京都府共通指標 

 個別保健事業計画 

１ 特定健康診査・特定健康診査未受診者対策 

目的 
生活習慣病の発症や重症化を予防するため、特定保健指導が必要となる人を

抽出するとともに、疾病の早期発見と早期治療へつなげる。 

対象者 

【特定健康診査】 

40～74歳の被保険者                      

【未受診者対策】 

データ分析により特定した受診勧奨すべき者 

事業内容 

【特定健康診査】 

6月に受診券を発送後、7月～10月の期間に市が契約した個別医療機関で受診。  

【未受診者対策】 

データ分析により対象者を複数のグループに分類し、それぞれの特性に応じた

受診勧奨文を記載したはがきを送付。電話による受診勧奨を実施する。 

目標達成の 

ための主な戦略 

・わかりやすい案内、周知に努める。 

・民間業者のノウハウを活用し、４０代～５０代の無関心層に向けた受診勧奨を

工夫する。 

・未受診者勧奨の効果を分析し、毎年次年度に向けた戦略を再考する。 

評価指標 
策定時実績 

(R４年度) 

中間目標 

(R８年度) 

最終目標 

（R11年度） 

ストラクチャー 
予算の確保 

委託業者の確保・連携 

プロセス 
適切な対象者の抽出 

スケジュールに基づき、適切な時期に受診券・通知の発送 

アウトカム 

特定健康診査受診

率★ 
44.6％ 49％ 52％ 

受診勧奨者の受診

率 
39.9％ ４５％ ４８％ 

アウトプット 

対象者への受診券

の発送 
100％ 100％ 100％ 

対象者への通知率 100％ 100％ 100％ 
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★京都府共通指標 

２ 特定保健指導・特定保健指導未利用者対策 

目的 
内臓脂肪型肥満による生活習慣病のリスクのある対象者に、保健指導を実施し

て生活習慣の改善を促し、疾病の重症化を予防する。 

対象者 

【特定保健指導】 

特定健診結果より、内臓脂肪症候群を判定する腹囲、BMI、血糖、脂質、血圧

等のリスクを評価する健診項目の結果に基づき、選定された者 

【特定保健指導未利用者対策】 

特定保健指導対象者のうちハイリスクの者 

事業内容 

【特定保健指導】 

対象者に特定保健指導の案内を送付し、教室・測定会・個別相談・訪問・電話・

手紙等による 3～6 ヵ月間の保健指導を実施する。 

【特定保健指導未利用者対策】 

特定保健指導の対象者に訪問等による特定保健指導の利用勧奨を実施する。 

目標達成の 

ための主な戦略 

・毎年保健指導の内容を見直してマンネリ化を防止し実施率の向上に努める。 

・若い世代の特定保健指導実施率が低いため、若い世代をターゲットとした保

健指導を実施する。また、若い世代である積極的支援対象者の保健指導の脱

落防止対策を強化する。 

・訪問による未利用者対策や保健指導を継続し、保健指導の実施率を向上さ

せ、生活習慣病の重症化リスクが高い無関心層にも保健指導を実施する。ま

た、無関心層にも効果があるような保健指導の取組を検討する。 

評価指標 
策定時実績 

(R４年度) 

中間目標 

(R８年度) 

最終目標 

（R11年度） 

ストラクチャー 
マンパワーの確保、予算の確保 

委託業者の確保・連携 

プロセス 
適切な対象者の抽出、適切な通知内容・保健指導の実施 

適切なスケジュール管理 

アウトカム 

体重・腹囲の改善

率(最終評価時) 

体重 59.3％ 体重 62％ 体重 65％ 

腹囲 45.2％ 腹囲 48％ 腹囲 50％ 

特定保健指導による

特定保健指導対象者

の減少率★ 

17.8％ 20.0％ 22.0％ 

アウトプット 

未利用者勧奨実施率

(実施者数/対象者数) 
95.8％ 100％ 100％ 

特定保健指導実施率★ 37.7％ 40.0％ 42.0％ 
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３ 糖尿病性腎症重症化予防事業  

目的 

糖尿病が重症化するリスクの高い医療機関未受診者・治療中断者を医療につ

なぐとともに、糖尿病で通院する者のうち重症化するリスクの高い者に対し医療

機関と連携して保健指導を行い、人工透析への移行を防止する。 

対象者 

①【医療機関未受診者・治療中断者の受診勧奨】 

医療機関未受診者：特定健診受診者のうち、血糖、HbA1c が受診勧奨判定値

に該当し、医療機関未受診の者 

治療中断者：糖尿病用剤及びインスリン注射を使用している者のうち 6 ヵ月以

上医療機関の受診を中断している者 

②【ハイリスク者の保健指導】 

特定健診結果が糖尿病性腎症第３期に該当し、市内医療機関通院中の者 

③【糖尿病教室】 

特定健診受診者のうち、HbA1cが一定値以上の者 

※①～③の対象者抽出基準は毎年見直し予定 

事業内容 

①【医療機関未受診者・治療中断者の受診勧奨】 

対象者に文書通知による医療機関への受診勧奨を実施し、受診がみられない

者に訪問による再勧奨を実施する。 

②【ハイリスク者の保健指導】 

希望者にかかりつけ医の指示のもと面談、電話等で6ヵ月間の保健指導を実施

する。 

③【糖尿病教室】 

希望者に糖尿病の集団教室(病態生理の講義・栄養指導・運動実践等)を実施

する。 

目標達成の 

ための主な戦略 

・医療機関への事業の周知や連携体制を強化し、医療機関未受診者・治療中断

者は受診の継続、ハイリスク者は優先順位の高い対象者に保健指導への参加

を促してもらう。 

・中断者等の受診につなげることが難しい者は、庁内や医療機関、包括支援セン

ター等他部門と連携し、受診につなげる。 

評価指標 
策定時実績 

(R４年度) 

中間目標 

(R８年度) 

最終目標 

（R11年度） 

ストラクチャー 
マンパワーの確保、予算の確保 

医師会・関係各所・庁内等の連携体制の構築  

プロセス 
適切な対象者の抽出、適切な通知内容・受診勧奨・保健指導の実施 

適切なスケジュール管理 
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★京都府共通指標 

評価指標 
策定時実績 

(R４年度) 

中間目標 

(R８年度) 

最終目標 

（R11年度） 

アウトカム 

①医療機関受診率 

A医療機関未受診者 

B治療中断者 

A 66.0％ A 68.0％ A 70.0％ 

B 10.0％ B 25.0％ B 40.0％ 

②保健指導参加者の

HｂA1c、eGFR維持・

改善率 

HbA1c 87.5％ HbA1c 90.0％ HbA1c 92.0％ 

eGFR 75.0％ eGFR 78.0％ eGFR 80.0％ 

③ 教 室 参 加 者 の

HbA1c維持・改善率 
71.9％ 75.0％ 80.0％ 

特定健診受診者のう

ち HbA1c8.0％以上

の者割合★ 

1.3％ 1.1％以下 1.0％以下 

特定健診受診者のう

ち HbA1c6.5％以上

の割合★ 

9.2％ 8.0％以下 7.0％以下 

HｂA1c6.5％以上の者

のうち糖尿病のレセプト

がない者の割合★ 

16.6％ 13.0％以下 10.0％以下 

アウトプット 

①受診勧奨実施率 

A 医療機関未受診者 

B治療中断者 

A 100％ A 100％ A 100％ 

B 100％ B 100％ B 100％ 

②保健指導実施率 26.7％ 30.0％ 35.0％ 

③糖尿病教室参加

者数/教室定員数 
100％ 100％ 100％ 
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４ 生活習慣病重症化予防事業  

目的 

特定健診結果で生活習慣病に関係する検査項目が受診勧奨判定値で重症度

の高い者のうち医療機関未受診の者に、受診勧奨を実施し、医療につなぐこと

で生活習慣病の重症化を予防する。 

対象者 

特定健診受診者のうち次の血圧または腎臓に関する検査項目が、下記の基準

のいずれかに該当し医療機関未受診の者 

血圧：収縮期血圧 160mmHg以上または拡張期血圧 100mmHg以上 

腎臓：eGFR45ml/min/1.73㎡未満または尿蛋白２＋以上 

※検査項目や対象者抽出基準は毎年見直し予定 

事業内容 

対象者に文書通知による医療機関への受診勧奨を実施し、受診がみられない

者のうちハイリスクの者に訪問による再勧奨を実施する。 

※内容は毎年見直し予定 

目標達成の 

ための主な戦略 

・医療機関への事業の周知や連携体制を強化し、医療機関受診率を増加させ、

受診の継続を促す。 

・通知のみでなく訪問での受診勧奨も実施し、医療機関受診率を増加させる。 

・八幡市の課題に合わせて、優先とされる対象者を選定し、新規透析患者数の

抑制や生活習慣病の重症化予防に努める。 

評価指標 
策定時実績 

(R４年度) 

中間目標 

(R８年度) 

最終目標 

（R11年度） 

ストラクチャー 
マンパワーの確保、予算の確保 

医師会・関係各所・庁内等の連携体制の構築  

プロセス 
適切な対象者の抽出、適切な通知内容・受診勧奨の実施 

適切なスケジュール管理 

アウトカム 医療機関受診率 18.6％ 25.0％ 30.0％ 

アウトプット 受診勧奨実施率 100％ 100％ 100％ 
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５ 早期介入保健指導事業 

目的 
若年層のうちから適切な受診・生活習慣を身に着けることで、メタボリックシンド

ローム該当者割合を減少させ、生活習慣病の重症化を予防する。 

対象者 30代の人間ドック受診者のうち、特定保健指導に準じた保健指導の対象者 

事業内容 
人間ドック受診後、対象者に訪問・電話・教室等による保健指導を実施し、生活

習慣の改善状況を評価する。 

目標達成の 

ための主な戦略 

・若年層に生活習慣病が自らに起こりうることと認識してもらうために、保健指

導内容を工夫する。 

・若い世代のドック受診率が低く、保健指導対象者も少ないため、ドック受診率

を向上させる方法を検討する。 

評価指標 
策定時実績 

(R４年度) 

中間目標 

(R８年度) 

最終目標 

（R11年度） 

ストラクチャー マンパワーの確保、予算の確保 

プロセス 
適切な対象者の抽出、適切な保健指導の実施 

適切なスケジュール管理 

アウトカム 
保健指導の生活習慣

維持・改善率 

新規事業のため 

実績なし 

食事 80％ 食事 80％ 

運動 80％ 運動 80％ 

アウトプット 保健指導実施率 
新規事業のため 

実績なし 
100％ 100％ 
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６ ジェネリック医薬品差額通知 

目的 
ジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額を通知することによって、被保険者

の医療費の自己負担を軽減するとともに、医療費の適正化を図る。 

対象者 
ジェネリック医薬品への切り替えによる薬剤費軽減額が一定以上の対象者 

 

事業内容 

レセプトデータから、ジェネリック医薬品の使用率が低く、ジェネリック医薬品へ

の切り替えによる薬剤費軽減額が一定以上の対象者を抽出し、通知書を発送

する。年３回程度実施。 

目標達成の 

ための主な戦略 

・長期収載品を選択する場合の自己負担の増額について周知し、効果的に通知

を実施する 

評価指標 
策定時実績 

(R４年度) 

中間目標 

(R８年度) 

最終目標 

（R11年度） 

ストラクチャー 
予算の確保 

委託業者の確保、連携 

プロセス 差額通知の効果測定の実施 

アウトカム 

ジェネリック医薬品

普及率（数量ベー

ス）※ 

80.9％ 80％以上 80％以上 

アウトプット 年間通知発送回数 年３回 年２回以上 年２回以上 

※厚生労働省「保険者別の後発医薬品の使用割合」で確認する 
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７ 重複・多剤服薬者に対する通知事業【新規：多剤対策】 

目的 

重複・多剤服薬状態にある可能性がある被保険者に服薬情報通知を送付する

ことで、「ポリファーマシー」の理解を促すとともに、適正な服薬管理を指導し、被

保険者の健康増進を図る。 

対象者 

【重複服薬】 

一月に２以上の医療機関から、同一薬効の医薬品を対象期間に 2 か月以上連

続して 7日以上重複して服用している被保険者                     

【多剤服薬】 

４か月のレセプトを分析し、以下の条件に当てはまる被保険者 

①２医療機関以上からの処方 ②内服１４日以上（外用・頓服は除外） 

③６種類以上  ④６０歳以上 

事業内容 

レセプトデータから対象者を抽出し、服薬情報通知を発送する。 

服薬状況をお知らせすることで、かかりつけの医師や薬剤師・薬局等をもつこと

の必要性やお薬手帳の重要性を啓発し、薬についての理解を深めてもらう。 

状況に応じて地区医師会、薬剤師会と連携し、保健指導を実施する。 

目標達成の 

ための主な戦略 

・当事業は専門性の高いものである為、引き続き医師会、薬剤師会との連携を

継続する 

・効果的な保健指導を検討する 

評価指標 
策定時実績 

(R４年度) 

中間目標 

(R８年度) 

最終目標 

（R11年度） 

ストラクチャー 
予算の確保 

医師会、薬剤師会との連携 

プロセス 
適切な対象者の抽出 

適切な通知物の作成 

アウトカム 

改善率（重複） ４４％ 3０％以上 3０％以上 

改善率（多剤） － ２０％以上 ２０％以上 

アウトプット 通知回数 1回 年 1回以上 年 1回以上 
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８ 後期高齢者の糖尿病及び生活習慣病重症化予防 

目的 

訪問による個別支援を行うことで、医療機関受診の必要性を理解し、適切な受

診行動につなぎ、継続受診や生活習慣の改善を行うことで生活習慣病の重症

化を予防する。またフレイルの進行を予防し、健康寿命の延伸を図る。 

対象者 

後期高齢者医療被保険者のうち前年度後期高齢者健診の結果、以下の数値が

高く要医療であるが、医療機関未受診者または治療中断者。 

・糖尿病：HbA1c7.0以上 

・血圧：収縮期血圧 160mmHg以上または拡張期血圧１００mmHg以上 

・eGFR45未満または尿蛋白（＋） 

※対象者抽出基準は毎年見直し実施 

事業内容 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業のハイリスクアプローチとし

て、家庭訪問による医療機関への受診勧奨や保健指導を実施。その後医療機

関からの連絡票や医療レセプトより受診状況を確認し、未受診者には再度受診

勧奨の訪問を実施。 

目標達成の 

ための主な戦略 

・対象者の中でもよりリスクがあると思われる者に対しては、より重点的に医療

受診勧奨を行い、早期の受診につなげる。また、市医師会と連携を図る。 

・受診勧奨は原則訪問とし、血液検査結果だけでなく、フレイルの状態も観察し、

介護サービスが必要な場合は地域包括支援センターと連携していく。 

・国保の糖尿病重症化予防対象者が後期高齢者に移行してきた場合に、支援の

有無を確認し、必要な人には継続して支援する。 

評価指標 
策定時実績 

(R４年度) 

中間目標 

(R８年度) 

最終目標 

（R11年度） 

ストラクチャー 

庁内連携 

地域団体や医師会、歯科医師会等との連携 

マンパワーの確保 

プロセス 

スケジュール管理 

健康課題の分析と適切な対象者の抽出 

適切な運営・実施 

アウトカム 

医療機関受診率 

（管理中を含む） 
８９．７％ ９０％ ９１％ 

翌年度の健診結果 

維持・改善割合 
６１．２％ ６２％ ６３％ 

アウトプット 受診勧奨実施率 ９６．７％ ９７％ ９８％ 
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 地域包括ケアに係る取り組み 

１ 概況・方針 

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施するため、令和２年度から

市町村が後期高齢者医療広域連合からの委託により、７５歳以上の高齢者に対する保健事業

を介護保険の地域支援事業と一体的に実施することになりました。本市においても、被保険者

一人一人の暮らしを地域全体で支える地域共生社会の体制の構築・実現を目指すために、下

記の取組みを実施していきます。 

 

 地域で被保険者を支える連携の促進 

医療・介護・予防・住まい・生活支援など暮らし全般を支えるための直面する課題などについ

ての会議に国保部局として参加し、地域の課題を共有します。 

 

 課題を抱える被保険者層の分析と事業の実施 

ＫＤＢシステム等により抽出したデータを活用し、地域ごとの課題を分析します。その分析内

容を基に、前期高齢者は健康推進課と連携して、運動を中心とした教室を展開し、生活習慣病

や筋力低下予防を行います。後期高齢者は、国保部局にてＫＤＢシステムより抽出したデータ

を活用して、健康推進課や高齢介護課と連携して、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実

施事業に取り組んでいきます。 

 

 計画の評価・見直し 

１ 評価の時期 

 個別事業計画の評価・見直し 

個別の保健事業の評価は年度ごとに行うことを基本として、計画策定時に設定した保健事

業ごとの評価指標に基づき、事業の効果や目標の達成状況を確認します。目標の達成状況が

想定に達していない場合は、ストラクチャーやプロセスが適切であったか等を確認の上、目標

を達成できなかった原因や事業の必要性を検討して、次年度の保健事業の実施やデータヘル

ス計画の見直しに反映させます。 

 

 データヘルス計画全体の評価・見直し 

① 評価の時期 

設定した評価指標に基づき令和８年度に中間評価を行い、目標値等の見直しを実施し、令
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和１１年度に計画全体の見直しを行います。 

② 評価方法・体制 

計画は、中長期的な計画運営を行うものであることを踏まえ、短期では評価が難しいアウト

カム（成果）指標を中心とした評価指標による評価を行います。評価内容に応じて、成功要因、

阻害要因、改善の余地等を確認し、見直しや改善策を検討し実施していきます。 

また、必要に応じて国民健康保険運営協議会、医師会、歯科医師会、薬剤師会等の意見聴

取を行います。 

 

 計画の公表・周知 

１ 計画の公表・周知 

本計画は、ホームページ等で公表するとともに、本実施計画をあらゆる機会を通じて周知･

啓発を図ります。また、目標の達成状況等の公表に努め、本計画の円滑な実施等について広く

意見を求めます。 

 

 

 個人情報の取り扱い 

１ 個人情報の取り扱い 

個人情報の取り扱いにあたっては、個人情報の保護に関する各種法令、ガイドラインに基づ

き適切に管理します。 

また、業務を外部に委託する際も同様に取り扱われるよう委託契約書に定めるとともに、委

託先に対して必要かつ適切な管理・監督を行い、個人情報の取り扱いについて万全の対策を

講じるものとします。



 

 

 


